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王
鳴
盛
の
『
三
国
志
』
の
史
学

―
―
経
学
と
の
「
同
」
と
「
異
」
―
―

佐
藤

大
朗

は
じ
め
に

王
鳴
盛
（
一
七
二
二
～
一
七
九
七
年
）
は
江
蘇
省
嘉
定
県
の
人
で
、
字
を
鳳
階
、
号
を
西
沚
と
い
い
、
西
荘
先
生
と
呼
ば

れ
た
。
乾
隆
十
九
（
一
七
五
四
）
年
、
三
十
五
歳
で
進
士
に
及
第
し
て
翰
林
院
に
入
り
、
内
閣
学
士
兼
礼
部
侍
郎
に
至
っ
た
。

乾
隆
二
十
八
（
一
七
六
三
）
年
、
母
の
死
に
際
し
て
退
官
し
、
蘇
州
で
学
問
に
専
念
し
た
。
経
学
に
『
尚
書
後
案
』
『
周
礼

軍
賦
説
』
、
史
学
に
『
十
七
史
商
榷
』
（
以
下
『
商
榷
』
）
、
子
の
分
野
に
『
蛾
術
篇
』
、
集
の
分
野
に
『
耕
養
斎
集
』
『
西
沚

居
士
集
』
の
著
作
が
あ
る

（

）

。

1

内
藤
湖
南
《
一
九
九
二
》
は
『
商
榷
』
の
序
文
を
要
約
し
て
王
鳴
盛
の
史
学
の
特
徴
を
述
べ
た
。
内
藤
に
よ
る
と
、
王
鳴

盛
は
制
度
・
地
理
・
事
実
の
間
違
な
ど
を
研
究
し
、
議
論
を
騁
せ
て
法
戒
を
示
し
擅
に
人
物
を
褒
貶
す
る
こ
と
（
旧
式
の
や
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り
方
）
を
原
則
行
わ
な
い
が
、
時
々
は
猶
ほ
旧
式
の
や
り
方
で
人
物
を
論
じ
た
。
正
史
以
外
に
雑
史
や
小
説
か
ら
金
石
文
ま

で
も
採
り
、
歴
史
の
事
実
を
定
め
よ
う
と
し
た
。
『
蛾
術
篇
』
八
類
の
う
ち
、
説
地
（
地
理
研
究
）
、
説
人
（
毀
誉
褒
貶
に

渉
ら
ず
人
物
の
事
実
を
考
え
た
も
の
）
、
説
物
（
経
書
に
現
れ
る
物
の
研
究
）
、
説
制
（
制
度
研
究
）
は
「
殆
ど
全
く
純
粋

な
史
学
に
属
」
す
と
い
う

（

）

。
内
藤
の
よ
う
に
、
『
商
榷
』
序
文
に
誘
わ
れ
て
王
鳴
盛
の
史
学
を
人
物
の
褒
貶
と
事
実
の
客
観

2

的
研
究
と
い
う
二
項
対
立
で
捉
え
る
傾
向
は
、
二
十
世
紀
を
通
じ
て
根
強
か
っ
た
。
劉
開
軍
〈
二
〇
〇
九
〉
の
整
理
に
よ
る

と
、
穆
益
斌
〈
一
九
八
四
〉
は
王
鳴
盛
を
褒
貶
の
絶
対
的
な
反
対
者
と
認
定
し
、
来
新
夏
〈
一
九
八
五
〉
は
『
商
榷
』
に
大

量
の
史
論
（
褒
貶
の
論
）
が
あ
る
こ
と
を
王
鳴
盛
の
矛
盾
と
し
た
。
陳
其
泰
〈
一
九
九
〇
〉
に
至
り
、
清
朝
と
い
う
時
代
背

景
を
踏
ま
え
、
王
鳴
盛
が
反
対
し
た
の
は
宋
明
理
学
の
空
談
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
羅
炳
良
〈
二
〇
〇
一
〉
に
よ
る

と
、
王
鳴
盛
が
求
め
た
の
は
歴
史
的
事
実
に
対
す
る
客
観
的
で
公
正
な
毀
誉
褒
貶
で
あ
り
、
『
商
榷
』
の
序
文
と
本
文
の
あ

い
だ
に
矛
盾
は
な
い
と
い
う
。
許
蘇
民
〈
二
〇
〇
三
〉
は
、
王
鳴
盛
が
儒
家
の
伝
統
的
観
念
を
脱
し
て
近
代
的
な
中
国
史
学

を
導
い
た
と
す
ら
見
な
し
た

（

）

。

3

王
鳴
盛
が
史
学
の
研
究
を
行
う
際
、
娘
婿
銭
大
昕
に
意
見
を
求
め
、
『
商
榷
』
『
蛾
術
篇
』
に
取
り
入
れ
た

（

）

。
銭
大
昕
と

4

趙
翼
は
、
王
鳴
盛
と
同
じ
乾
嘉
時
代
（
乾
隆
・
嘉
慶
期
）
の
代
表
的
な
史
学
者
で
あ
る
が
、
両
名
は
正
史
『
三
国
志
』
に
つ

い
て
多
く
を
論
じ
た
。
王
鳴
盛
の
『
三
国
志
』
の
説
は
、
『
商
榷
』
全
一
百
巻
の
う
ち
巻
三
十
九
か
ら
巻
四
十
二
の
四
巻
分

（
四
％
）
に
過
ぎ
な
い
が
、

直
だ
唐
宋
以
来
の
学
者
に
至
り
て
恒
に
言
ふ
、
乃
ち
皆

五
経
・
三
史
と
曰
は
ば
、
則
ち
専
ら
馬
・
班
・
范
を
指
す
の
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み
。
愚

竊
か
に
以
為
へ
ら
く
、
宜
し
く
更
に
益
す
に
陳
寿
を
以
て
し
て
四
史
と
称
し
、
以
て
五
経
に
配
す
る
も
、
良

に
愧
づ
る
こ
と
無
か
る
可
し
。
其
の
餘
の
各
史

皆

其
の
下
よ
り
出
づ

（

）

。

5

と
『
三
国
志
』
を
重
ん
じ
て
い
る
。
「
唐
宋
以
来
の
学
者
」
は
司
馬
遷
『
史
記
』
・
班
固
『
漢
書
』
・
范
曄
『
後
漢
書
』
を

「
三
史
」
と
呼
ぶ
が
、
『
三
国
志
』
も
合
わ
せ
て
「
四
史
」
と
称
し
て
四
書
に
準
え
「
五
経
」
に
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

述
べ
、
『
三
国
志
』
を
歴
代
正
史
の
原
形
に
含
め
て
い
る
。
王
鳴
盛
の
『
三
国
志
』
評
価
は
決
し
て
低
く
な
い
。
『
商
榷
』

の
『
三
国
志
』
に
関
す
る
説
を
銭
大
昕
・
趙
翼
と
比
較
し
、
王
鳴
盛
の
史
学
の
特
徴
を
求
め
る
こ
と
に
は
一
定
の
有
効
性
が

見
込
ま
れ
よ
う
。
肖
永
貴
〈
二
〇
〇
九
〉
は
、
王
鳴
盛
研
究
に
お
い
て
一
史
の
専
論
が
な
い
こ
と
を
課
題
と
し
、
『
三
国

志
』
の
史
学
の
み
を
扱
っ
た

（

）

。
『
商
榷
』
を
丁
寧
に
敷
衍
し
、
論
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
他
の
考
証
学

6

者
と
の
比
較
、
学
説
史
的
な
視
点
に
欠
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
対
象
を
一
史
に
限
定
す
れ
ば
、
扱
う
範
囲
が
狭
く
な
る
と

い
う
欠
点
が
あ
る
代
わ
り
に
、
他
の
学
者
の
説
と
縦
断
的
に
比
較
し
や
す
い
と
い
う
利
点
が
見
込
ま
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で

は
、
と
く
に
清
朝
の
史
学
の
学
説
史
に
注
意
を
払
い
、
王
鳴
盛
の
『
三
国
志
』
の
史
学
を
検
討
す
る
。

一

「
陳
寿
史
皆
実
録
」

（
一
）
『
晋
書
』
陳
寿
伝
に
対
す
る
批
判

王
鳴
盛
が
『
三
国
志
』
を
扱
う
『
商
榷
』
巻
三
十
九
は
、
「
陳
寿
史
皆
実
録
」
と
い
う
条
に
始
ま
る
。
陳
寿
『
三
国
志
』

王
鳴
盛
の
『
三
国
志
』
の
史
学

（
佐
藤
）
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が
「
皆

実
録
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
か
な
り
強
気
な
全
称
命
題
で
あ
る
。
王
鳴
盛
は
何
に
基
づ
い
て
こ
の
よ
う
に
述
べ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
条
の
前
半
は
、
唐
修
『
晋
書
』
巻
八
十
二

陳
寿
伝
が
「
或
云
」
と
し
て
載
せ
る
二
件
の
逸
話
へ

の
反
論
で
あ
る
。
陳
寿
は
丁
儀
・
丁
廙
の
子
に
千
斛
の
米
を
索
め
た
が
断
ら
れ
た
た
め
、
丁
氏
の
た
め
に
列
伝
を
立
て
ず

（

）

、

も
と

7

陳
寿
の
父
が
馬
謖
の
参
軍
で
あ
っ
た
が
街
亭
の
敗
戦
で
髠
刑
に
処
さ
れ
た
た
め
、
諸
葛
亮
伝
の
評
で
「
将
略
非
長
、
無
応
敵

之
才
」
と
譏
っ
た
と
い
う
。
肖
〈
二
〇
〇
九
〉
に
言
及
は
な
い
が
、
王
鳴
盛
は
先
行
す
る
説
を
踏
ま
え
て
『
晋
書
』
の
虚
構

を
否
定
し
て
い
る
。

晋
書

好
み
て
雑
説
を
引
き
、
故
に
蕪
穢
多
し
、
此
れ
亦
た
其
の
一
な
り
。
索
米
の
一
説
、
①
周
の
柳
虯
・
②
唐
の
劉

允
済
・
③
劉
知
幾

皆

之
を
信
ず
。
近
く
④
朱
氏
彝
尊
・
⑤
杭
氏
世
駿

其
の
誣
を
辨
じ
て
謂
へ
ら
く
…
…

（

）

。

8

王
鳴
盛
は
陳
寿
索
米
の
肯
定
者
と
し
て
、
①
周
の
柳
虯
・
②
唐
の
劉
允
済
・
③
劉
知
幾
を
あ
げ
、
否
定
者
と
し
て
清
の
朱

彝
尊
・
杭
世
駿
を
あ
げ
る
。

①
北
周
の
柳
虯
は
、
『
周
書
』
巻
三
十
八

柳
虯
伝
に
載
せ
る
上
疏
で
、
史
官
を
立
て
て
公
的
に
記
録
を
作
る
こ
と
の
必

要
性
を
提
言
し
た
。
私
的
に
歴
史
記
録
を
作
る
弊
害
と
し
て
、
「
故
に
班
固

受
金
の
名
を
致
け
、
陳
寿

求
米
の
論
有
り

（
故
班
固
致
受
金
之
名
、
陳
寿
有
求
米
之
論
）
」
と
い
う
。
柳
虯
は
陳
寿
の
索
米
逸
話
を
、
不
当
な
悪
評
を
招
い
た
例
と
し

て
挙
げ
て
お
り
、
索
米
を
事
実
と
見
な
し
て
い
な
い
。
こ
こ
に
柳
虯
を
挙
げ
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
か
ろ
う
。

②
『
新
唐
書
』
劉
允
済
伝
に
、
「
（
允
済
）
常
に
曰
く
、
史
官

善
悪
あ
り
て
必
ず
書
か
ば
、
驕
主
賊
臣
を
し
て
懼
れ
し
め
、

此
の
権

顧
み
て
軽
し
と
せ
ん
や
。
而
れ
ど
も
班
生

金
を
受
け
、
陳
寿

米
を
求
め
、
僕

乃
ち
視
る
こ
と
浮
雲
の
如
し

（

）

」
と

9

論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想
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あ
り
、
劉
允
済
は
索
米
逸
話
を
信
じ
て
陳
寿
を
批
判
し
た
。
③
劉
知
幾
は
『
史
通
』
で
、
「
班
固

金
を
受
け
て
始
め
て
書

き
、
陳
寿

米
を
借
り
て
方
に
伝
つ
く
ら
ん
と
す
、
此
れ
又

記
言
の
奸
賊
、
載
筆
の
凶
人
な
り
」
と
班
固
・
陳
寿
を
罵
っ
た

（

）

。

10

『
晋
書
』
と
同
じ
唐
代
に
作
ら
れ
た
②
③
の
説
は
、
王
鳴
盛
の
文
脈
に
相
応
し
い
。

清
代
に
入
る
と
、
④
朱
氏
彝
尊
（
朱
彝
尊
、
一
六
二
九
～
一
七
〇
九
年
）
の
『
曝
書
亭
集
』
巻
五
十
九
に
「
陳
寿
論
」
が

あ
り
、
「
世
々
誤
り
て
晋
書
の
文
を
信
ず
（
世
誤
信
晋
書
之
文
）
」
と
、
唐
修
『
晋
書
』
の
逸
話
を
明
確
に
否
定
し
た
。
朱

彝
尊
に
よ
る
と
、
丁
儀
・
丁
廙
の
事
跡
は
『
三
国
志
』
巻
二
十
一

王
粲
伝
・
劉
廙
伝
に
十
分
記
録
さ
れ
て
お
り
、
専
伝
を

立
て
る
必
要
は
な
い

（

）

。
字
句
に
異
同
は
あ
る
が
、
王
鳴
盛
は
こ
の
説
を
『
商
榷
』
に
引
用
し
た
（
右
で
は
省
略
）

（

）
。

11

12

⑤
杭
氏
世
駿
（
杭
世
駿
、
一
六
九
八
～
一
七
七
三
年
）
『
道
古
堂
文
集
』
に
「
論
丁
儀
丁
廙
」
が
あ
り
、
「
周
の
柳
虯

則

ち
創
め
て
言
ひ
て
曰
く
、
班
固

受
金
の
名
を
致
し
、
陳
寿

求
米
の
論
有
り
と
。
唐
の
劉
允
済
・
劉
知
幾

又

従
ひ
て
之
に

和
す

（

）

」
と
先
行
者
を
批
判
す
る
。
王
鳴
盛
が
誤
っ
て
①
柳
虯
を
索
米
逸
話
の
支
持
者
と
し
た
の
は
、
杭
世
駿
の
文
を
流
用
し

13
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
字
句
の
類
似
性
か
ら
、
②
劉
允
済
・
③
劉
知
幾
に
言
及
し
た
部
分
も
杭
世
駿
か
ら
の
節
略
と
思
わ
れ
る
。

杭
世
駿
に
よ
る
と
、
丁
氏
兄
弟
は
「
奪
嫡
之
罪
」
（
兄
曹
丕
を
差
し
置
い
て
弟
曹
植
を
支
持
し
た
罪
）
が
あ
り
、
毛
玠
・

徐
奕
・
何
夔
・
桓
階
ら
良
心
的
「
鯁
臣
碩
輔
」
と
対
立
し
た
こ
と
か
ら
、
立
伝
の
価
値
が
な
い
「
巧
佞
之
尤
」
で
あ
る
。
丁

氏
の
悪
事
は
、
裴
松
之
注
引
王
沈
『
魏
書
』
、
魚
豢
『
魏
略
』
、
張
騭
『
文
士
伝
』
に
も
見
え
る
。
丁
氏
は
立
伝
に
相
応
し

い
人
物
で
は
な
く
、
「
寿

書
く
所

皆

実
録
為
り
（
寿
所
書
皆
為
実
録
）
」
で
あ
る
と
い
う
。
王
鳴
盛
は
こ
れ
ら
の
説
も

『
商
榷
』
に
引
用
し
た
（
右
で
は
省
略
）
。
王
鳴
盛
の
「
陳
寿
史
皆
実
録
」
と
い
う
強
い
主
張
は
、
も
と
は
杭
世
駿
が
『
三

王
鳴
盛
の
『
三
国
志
』
の
史
学

（
佐
藤
）
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国
志
』
の
諸
々
の
巻
に
お
け
る
丁
氏
兄
弟
の
扱
い
に
つ
い
て
下
し
た
評
価
で
あ
っ
た
。

杭
世
駿
の
説
は
毛
玠
伝
の
解
釈
に
特
色
が
あ
り
、
王
鳴
盛
も
こ
れ
を
支
持
し
た
。
引
用
を
し
た
側
の
『
商
榷
』
の
テ
キ
ス

ト
で
確
認
し
よ
う
（
杭
世
駿
と
ほ
ぼ
同
文
）
。

毛
玠
は
儀
の
讒
す
る
所
な
り
。
玠

出
づ
る
に
黔
面
に
し
て
其
の
妻
子

没
し
て
官
奴
婢
と
為
る
者
を
見
て
曰
く
、
「
天

を
し
て
雨
ふ
ら
し
め
ざ
る
者
は
蓋
し
此
れ
な
り
」
と
。
寿

之
れ
儀
に
属
ね
ず
し
て
第
だ
曰
く
、
「
後
に
玠
を
白
す
者

つ
ら

た

有
り
」
と
。
白
す
者

誰
為
る
か
。
儀
に
非
ざ
れ
ば
則
ち
廙
な
り
、
寿

之
が
為
に
諱
む
な
り
。
尚
ほ
得
て
謂
ふ
索
米
し

て
得
ざ
る
に
因
り
て
而
れ
ど
も
意
は
之
を
抑
ふ
る
こ
と
有
る
か

（

）

。

14

『
三
国
志
』
巻
十
二

毛
玠
伝
に
よ
る
と
、
毛
玠
に
は
曹
操
政
権
を
批
判
す
る
失
言
が
あ
っ
た
。
こ
の
失
言
を
曹
操
に
告
げ

た
人
物
の
名
を
『
三
国
志
』
は
記
さ
な
い
。
と
こ
ろ
が
杭
世
駿
は
、
密
告
者
が
丁
儀
か
丁
廙
に
違
い
な
い
と
推
定
し
、
丁
氏

の
名
を
敢
え
て
伏
せ
た
こ
と
を
陳
寿
の
配
慮
と
見
な
す
。
も
し
も
索
米
を
拒
否
さ
れ
た
怨
み
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う

に
丁
氏
に
配
慮
し
た
は
ず
が
な
い
、
と
い
う
論
法
で
あ
る
。
盧
弼
『
三
国
志
集
解
』
で
は
こ
の
説
を
拾
わ
ず
、
密
告
者
の
名

に
つ
い
て
他
の
考
証
学
者
の
説
も
見
え
な
い

（

）

。
王
鳴
盛
は
杭
世
駿
の
不
確
か
な
説
を
支
持
し
、
「
陳
寿
史
皆
実
録
」
と
い
う

15

『
三
国
志
』
の
史
学
の
基
本
方
針
を
定
め
た
の
で
あ
る
。

『
晋
書
』
が
載
せ
る
逸
話
の
二
つ
め
は
、
陳
寿
が
私
怨
で
諸
葛
亮
を
不
当
に
譏
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
王
鳴
盛

は
こ
れ
が
正
し
く
な
い
こ
と
を
、
裴
松
之
注
引
張
儼
『
黙
記
』
、
袁
準
『
袁
子
正
論
』
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
「
寿
一
人

の
私
言
に
非
ざ
る
な
り
（
非
寿
一
人
之
私
言
也
）
」
と
し
た
。
こ
の
部
分
は
、
再
び
朱
彝
尊
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
王
鳴
盛

論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想

第

号
34
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は
、
「
朱
・
杭

論
く
所

最
も
平
允
為
り
（
朱
・
杭
所
論
最
為
平
允
）
」
と
、
朱
彝
尊
・
杭
世
駿
を
継
承
し
た
後
、
新
た
な

証
拠
を
追
加
し
た
。

寿

晋
に
入
る
後
、
亮
集
を
撰
次
し
、
之
を
表
上
し
、
推
許

甚
だ
至
れ
り
。
⑥
本
伝

特
に
其
の
目
録
并
び
に
上
書
の

表
を
附
し
、
史
家

未
だ
之
れ
有
ら
ざ
る
の
例
を
創
む
。
亮
を
尊
ぶ
こ
と
極
ま
れ
り
。
評
中
に
、
⑦
反
覆
し
て
盛
ん
に

其
の
刑
賞
の
当
を
称
す
れ
ば
、
則
ち
必
ず
父

罪
に
坐
ず
る
を
以
て
嫌
と
為
す
に
あ
ら
ず
。
廖
立
・
李
平

亮
の
為
に
廃

竄
せ
ら
る
も
、
尚
ほ
能
く
感
泣
し
て
怨
無
し
。
明
達

寿
の
如
け
れ
ば
、
顧
り
て
立
・
平
の
若
く
な
ら
ざ
る
や
。
⑧
亮

六
た
び
祁
山
に
出
づ
る
も
、
終
に
一
勝
だ
に
無
け
れ
ば
、
則
ち
節
制
の
師
為
り
て
、
進
取
に
於
て
稍
や
鈍
な
る
こ
と
見

る
可
し
。
自
づ
か
ら
是
れ
実
録
な
り
。
…
…
困
学
紀
聞

十
三
巻
、
邵
公
済
の
謁
武
侯
廟
文
に
謂
は
く
、
「
寿
の
姦
言

公
に
非
ざ
れ
ば
、
誤
国
不
忠
の
譙
周
と
与
に
並
び
に
貶
す
」
と
。
⑨
此
れ
等
の
乱
道
、
的
に
是
れ
宋
人
の
声
口
に
し
て
、

ま
さ

王
応
麟

識
無
く
、
妄
り
に
之
を
載
す

（

）

。

16

陳
寿
は
『
諸
葛
亮
集
』
を
編
纂
し
、
⑥
『
三
国
志
』
巻
三
十
五

諸
葛
亮
伝
に
「
諸
葛
氏
集
目
録
」
を
設
け
て
、
「
臣
寿

等
言
」
に
始
ま
る
上
表
を
載
せ
、
巻
末
の
評
に
、
⑦
「
尽
忠
益
時
者
、
雖
讎
必
賞
、
犯
法
怠
慢
者
、
雖
親
必
罰
」
と
信
賞
必

罰
を
記
録
し
た
。
諸
葛
亮
を
尊
重
し
て
い
る
証
左
で
あ
る
。
廖
立
・
李
平
（
李
厳
）
は
諸
葛
亮
に
処
罰
さ
れ
て
も
、
怨
み
を

持
ち
越
さ
な
か
っ
た
（
『
三
国
志
』
巻
四
十
）
。
廖
立
・
李
厳
で
す
ら
怨
ま
な
い
の
だ
か
ら
、
聡
明
な
陳
寿
な
ら
ば
尚
更
で

あ
る
と
い
う
。
⑧
諸
葛
亮
は
祁
山
に
六
た
び
出
撃
し
た
。
北
伐
を
「
六
出
祁
山
」
と
表
現
す
る
点
に
『
三
国
演
義
』
の
影
響

が
見
ら
れ
る
が

（

）

、
六
戦
六
敗
と
い
う
結
果
に
鑑
み
れ
ば
、
陳
寿
の
評
「
将
略
非
長
」
は
「
実
録
」
で
あ
る
と
い
う
。
杭
世
駿

17



- 52 -

論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想

第

号
34

が
丁
氏
兄
弟
の
扱
い
に
用
い
た
「
実
録
」
と
い
う
判
定
を
、
朱
彝
尊
の
説
を
踏
ま
え
な
が
ら
諸
葛
亮
伝
に
も
拡
大
し
適
用
し

て
い
く
の
が
、
こ
こ
で
の
王
鳴
盛
の
新
し
さ
で
あ
っ
た

（

）

。

18

⑨
南
宋
の
王
応
麟
『
困
学
紀
聞
』
が
採
録
し
た
（
蜀
に
本
紀
を
設
け
な
い
）
陳
寿
を
不
忠
と
見
な
す
説
は
、
「
乱
道
」
な

る
「
宋
人
」
の
発
言
で
あ
り
、
王
鳴
盛
は
こ
れ
を
退
け
る
。

こ
こ
で
「
陳
寿
史
皆
実
録
」
条
は
、
論
点
が
正
統
論
に
移
る
。
内
容
が
区
切
れ
る
の
で
項
を
改
め
よ
う
。

（
二
）
『
三
国
志
』
の
正
統
論
の
説

朱
彝
尊
の
「
陳
寿
論
」
は
、
最
後
に
朱
熹
『
資
治
通
鑑
綱
目
』
（
以
下
『
綱
目
』
）
に
触
れ
、
ど
の
年
号
で
三
国
時
代
を

記
述
す
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
を
扱
う
。
い
わ
ゆ
る
蜀
漢
正
統
論
で
あ
る
。
朱
彝
尊
は
、
魏
か
ら
受
禅
し
た
晋
に
仕
え
る
陳

寿
が
、
蜀
を
「
顕
尊
」
で
き
る
は
ず
が
な
い
、
と
言
う
に
止
ま
る
。
王
鳴
盛
は
朱
彝
尊
の
論
の
運
び
を
踏
襲
し
、
「
陳
寿
史

皆
実
録
」
条
の
後
半
で
、
陳
寿
が
魏
に
本
紀
を
立
て
た
問
題
に
取
り
組
ん
だ
。

綱
目

通
鑑
を
改
め
て
魏
を
斥
け
て
蜀
を
帝
と
す
、
誠
に
定
論
に
属
せ
り
。
第
だ
此
の
論

習
鑿
歯

已
に
之
を
争
ふ
こ

た

と
、
晋
書
の
本
伝
に
見
へ
、
朱
子
よ
り
始
ま
ら
ざ
る
な
り
。
漢

絶
え
て
復
た
続
か
ば
、
則
ち
新
莽
を
黜
く
。
⑩
魏

蜀

を
滅
ぼ
す
後
、
晋
に
禅
る
前
に
尚
ほ
二
年
有
り
。
晋
に
予
す
れ
ば
則
ち
已
に
蚤
く
、
晋
に
予
せ
ざ
れ
ば
則
ち
繋
ぐ
所
無

は
や

し
。
⑪
此
れ
通
鑑

魏
を
奪
は
ざ
る
の
意
な
る
か
。
⑫
司
馬
温
公
が
劉
道
原
に
与
ふ
る
書
に
云
は
く
…
…

（

）

。

19

朱
熹
は
、
魏
の
年
号
を
編
年
に
用
い
た
司
馬
光
『
資
治
通
鑑
』
（
以
下
『
通
鑑
』
）
を
改
め
、
蜀
の
年
号
を
『
綱
目
』
に
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用
い
た
。
王
鳴
盛
は
朱
子
学
の
蜀
漢
正
統
の
主
張
を
「
定
論
」
と
認
め
る
が
、
こ
れ
を
朱
熹
の
創
見
と
せ
ず
、
東
晋
の
習
鑿

歯
に
遡
ら
せ
る

（

）

。
王
鳴
盛
が
蜀
漢
正
統
論
を
支
持
す
る
の
は
、
朱
子
学
に
賛
同
す
る
か
ら
で
は
な
い
、
と
い
う
抵
抗
が
見
ら

20

れ
る
。
宋
学
、
朱
子
学
を
無
批
判
に
受
容
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
妥
当
性
を
点
検
す
る
の
が
、
清
朝
の
学
問
の
潮
流
で
あ
る
。

王
鳴
盛
は
、
習
鑿
歯
な
い
し
は
朱
子
学
の
（
蜀
）
漢
か
ら
晋
へ
の
継
承
説
は
、
成
功
し
な
い
と
い
う
。
⑩
魏
が
蜀
を
滅
ぼ

し
た
二
年
後
、
魏
晋
革
命
が
起
き
た
。
蜀
滅
亡
時
に
晋
に
正
統
が
移
っ
た
と
見
な
せ
ば
（
「
予
す
れ
ば
」
）
早
す
ぎ
、
蜀
滅

亡
時
に
晋
に
正
統
が
移
ら
な
か
っ
た
と
見
な
せ
ば
（
「
予
せ
ざ
れ
ば
」
）
年
号
・
正
統
が
繋
が
ら
な
い
。
『
綱
目
』
は
こ
の
二

年
間
ど
こ
ろ
か
晋
が
呉
を
平
定
す
る
ま
で
の
十
六
年
間
を
「
無
統
」
と
し
た
が

（

）

、
王
鳴
盛
は
そ
れ
に
与
せ
ず
、
む
し
ろ
⑪
魏

21

の
年
号
を
用
い
て
漢
紀
―
魏
紀
（
三
国
）
―
晋
紀
を
繋
げ
た
『
通
鑑
』
に
理
解
を
示
す
。
明
言
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
陳
寿
『
三
国
志
』
が
蜀
に
本
紀
を
立
て
れ
ば
蜀
滅
亡
か
ら
魏
滅
亡
ま
で
の
二
年
間
が
宙
に
浮
き
、
断
代
史
と
し
て
体
裁

が
整
わ
な
い
、
と
言
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
。

⑫
司
馬
光
は
、
「
与
劉
道
原
書
」
に
て
、
魏
の
年
号
を
用
い
て
三
国
時
代
を
記
述
す
る
べ
き
理
由
を
劉
恕
に
説
い
た
（
道

原
は
『
通
鑑
』
編
纂
に
参
加
し
た
劉
恕
の
字
、
本
稿
で
は
引
用
部
分
を
省
略
）
。
こ
れ
は
『
通
鑑
』
巻
六
十
九

魏
紀
一
に

載
せ
る
臣
光
曰
と
同
じ
内
容
で
あ
る
。
劉
備
は
天
下
統
一
せ
ず
、
漢
帝
の
血
縁
も
不
確
か
な
た
め
「
列
国
」
と
し
て
扱
う
と

い
う
。
王
鳴
盛
は
司
馬
光
の
説
に
つ
い
て
、

此
の
論

甚
だ
允
な
り
。
通
鑑
も
尚
ほ
且
つ
此
の
如
し
、
況
ん
や
三
国
志
を
や

（

）

。

22

と
強
く
賛
同
し
た
。
蜀
の
劉
備
は
領
土
が
狭
く
、
血
筋
が
不
確
か
な
の
で
、
蜀
を
漢
と
し
て
本
紀
を
立
て
る
こ
と
は
適
切
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で
な
い
と
い
う
。
も
は
や
「
定
論
」
と
な
っ
た
朱
子
学
の
蜀
漢
正
統
化
の
理
論
に
対
抗
し
、
魏
に
本
紀
を
設
け
た
陳
寿
を
擁

護
す
る
た
め
、
陳
寿
か
ら
七
百
年
以
上
後
の
司
馬
光
の
主
張
を
借
用
し
た
の
で
あ
る
。

清
朝
で
早
期
に
本
格
的
に
『
三
国
志
』
の
史
学
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、
何
焯
（
一
六
六
一
～
一
七
二
二
年
、
義
門
先
生
）

で
あ
っ
た
。
何
焯
は
、
挙
主
で
朱
子
学
者
の
李
光
地
の
強
固
な
蜀
漢
正
統
論
と
折
り
合
い
を
付
け
な
が
ら
、
陳
寿
に
寄
り
添

っ
た
『
三
国
志
』
解
釈
を
目
指
し
た
。
何
焯
『
義
門
読
書
記
』
に
よ
る
と
、
陳
寿
が
諸
葛
亮
の
軍
略
を
譏
る
か
の
よ
う
な
評

を
書
い
た
の
は
、
諸
葛
亮
が
戦
っ
た
司
馬
懿
の
子
孫
の
朝
廷
（
西
晋
）
に
仕
え
た
た
め
で
あ
り
、
蜀
の
先
主
（
劉
備
）
伝
は
、

「
史
家
の
例
に
于
て
、
実
は
紀
」
で
あ
っ
た
。
陳
寿
は
故
国
蜀
を
尊
重
し
つ
つ
も
、
晋
朝
に
配
慮
し
て
真
意
を
表
現
で
き
な

か
っ
た
と
い
う

（

）

（
同
じ
康
熙
時
代
の
朱
彝
尊
の
説
に
近
い
）
。
『
商
榷
』
巻
四
十
「
袁
渙
」
条
、
『
商
榷
』
巻
四
十
一
「
回

23

倒
」
条
で
「
義
門
何
氏
」
「
何
氏
焯
」
の
説
が
引
か
れ
る
よ
う
に

（

）

、
王
鳴
盛
は
確
実
に
何
焯
の
説
を
見
て
い
る
。
両
者
の
比

24

較
に
は
学
説
史
的
な
意
義
が
あ
ろ
う
。
何
焯
は
、
陳
寿
の
真
意
は
『
三
国
志
』
に
書
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
前
提
で
、
テ
キ

ス
ト
の
背
後
に
真
意
（
諸
葛
亮
及
び
蜀
の
尊
重
）
を
読
み
取
ろ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
王
鳴
盛
は
、
陳
寿
の
テ
キ
ス
ト

は
実
情
を
反
映
し
、
か
つ
そ
の
実
情
は
テ
キ
ス
ト
上
に
十
分
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
立
場
を
取
る
。
陳
寿
が
魏
に

本
紀
を
設
け
た
こ
と
に
は
現
実
的
な
根
拠
が
あ
り
（
滅
亡
順
序
に
現
れ
た
国
家
の
継
承
、
蜀
の
領
土
の
狭
さ
、
劉
備
の
血
統

の
不
確
か
さ
）
、
諸
葛
亮
の
軍
略
を
譏
る
こ
と
に
も
現
実
的
な
根
拠
が
あ
り
（
張
儼
・
袁
準
の
説
、
六
戦
六
敗
）
、
そ
れ
ら

が
『
三
国
志
』
の
テ
キ
ス
ト
に
十
分
に
表
現
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
読
み
方
を
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
へ
の
依
拠
、
現
況
の
全
肯
定
は
、
宋
学
及
び
何
焯
の
史
学
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
新
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た
な
問
題
を
生
じ
た
。
所
与
の
「
定
論
」
で
あ
る
蜀
漢
正
統
の
説
と
、
蜀
に
本
紀
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
余
り
に

も
分
か
り
や
す
く
対
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
か
、
「
陳
寿
史
皆
実
録
」
後
半
の
正
統
論
は
相
対
的
に
字
数
が
少
な
く
、

行
論
が
奮
わ
な
い
印
象
が
あ
る
。
こ
の
弱
点
が
解
消
さ
れ
る
に
は
、
王
鳴
盛
の
娘
婿
銭
大
昕
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
銭
大
昕
は
、
弟
銭
大
昭
『
三
国
志
辨
疑
』
に
序
を
寄
せ
、
陳
寿
の
テ
キ
ス
ト
は
現
状
の
ま
ま
で
十
分
に
顕
在
的
な
蜀
漢

正
統
論
で
あ
る
と
い
う
説
明
を
推
し
進
め
て
い
く

（

）

。

25

二

『
三
国
志
』
の
史
学
の
展
開

王
鳴
盛
は
、
朱
彝
尊
・
杭
世
駿
に
拠
っ
て
『
晋
書
』
陳
寿
伝
の
逸
話
二
件
を
否
定
す
る
こ
と
で
史
家
と
し
て
の
陳
寿
の
評

価
を
高
め
、
そ
の
評
価
を
『
三
国
志
』
全
体
に
拡
大
し
て
「
陳
寿
史
皆
実
録
」
と
い
う
命
題
を
唱
え
た
。
陳
寿
の
テ
キ
ス
ト

は
、
そ
れ
自
体
が
何
ら
か
の
現
実
を
表
現
し
て
お
り
、
何
焯
の
よ
う
に
テ
キ
ス
ト
の
背
後
を
透
か
し
て
見
る
必
要
は
な
い
、

と
い
う
立
場
を
取
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
王
鳴
盛
の
『
三
国
志
』
の
史
学
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
展
開

し
た
の
か
、
（
一
）
陳
寿
の
立
伝
と
評
、
（
二
）
裴
松
之
注
の
参
照
、
と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら
見
て
い
こ
う
。

（
一
）
陳
寿
の
立
伝
と
評

「
陳
寿
史
皆
実
録
」
で
は
、
丁
氏
兄
弟
と
諸
葛
亮
に
つ
い
て
、
立
伝
（
誰
に
列
伝
を
立
て
る
べ
き
か
）
と
評
（
列
伝
巻
末



- 56 -

論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想

第

号
34

の
人
物
評
価
）
の
妥
当
性
が
吟
味
さ
れ
た
。
王
鳴
盛
は
こ
の
論
点
を
『
三
国
志
』
の
他
の
列
伝
に
拡
大
し
て
い
く
。
こ
の
よ

う
な
王
鳴
盛
の
説
に
つ
い
て
、
本
田
済
〈
一
九
六
二
〉
は
、
「
穿
ち
過
ぎ
る
気
味
が
あ
る
と
思
う
」
な
ど
と
退
け
て
い
る

（

）

。

26

本
章
で
は
、
王
鳴
盛
の
立
伝
と
評
の
説
を
点
検
し
、
関
連
す
る
本
田
氏
の
指
摘
に
つ
い
て
も
確
認
し
た
い
。

『
商
榷
』
巻
四
十
「
夏
侯
玄
伝

許
允
・
王
経
を
附
す
（
夏
侯
玄
伝
附
許
允
・
王
経
）
」
は
、
『
三
国
志
』
巻
九

諸
夏
侯
曹

伝
に
対
す
る
説
で
あ
る
。

魏
氏
の
亡
は
、
曹
爽
の
誅
よ
り
始
ま
り
て
、
斉
王
の
廃
及
高
貴
郷
公
の
弑
に
終
は
る
。
爽
の
驕
溢
な
れ
ば
、
其
の
敗

と

由
有
り
。
然
れ
ど
も
爽

死
せ
ず
ん
ば
、
司
馬
の
簒

成
ら
ざ
ら
ん
。
夏
侯
玄
・
李
豊
の
獄
の
若
き
は
、
則
ち
師
・
昭

相

継
ぎ
、
逆
節

彰
著
た
り
。
諸
公

身

沈
み
て
族

滅
ぶ
は
、
皆

魏
室
の
忠
臣
な
り
。
①
故
に
玄
伝
の
末
に
於
て
、

許
允
・
王
経
を
以
て
之
を
終
へ
、
以
て
其
の
皆

身
を
亡
し
国
に
殉
ず
る
を

見

す
。
②
而
れ
ど
も
皆

其
の
過
満
を
以

あ
ら
は

て
禍
を
取
る
を
貶
す
は
、
則
ち
廋
詞
も
て
以
て
咎
を
避
く
る
の
み
。
③
世

愈
々
近
け
れ
ば
、
言

愈
々
隠
た
り
。
作
史

の
良
法
な
り

（

）

。

27

『
三
国
志
』
巻
九
は
、
魏
の
皇
族
に
近
し
い
夏
侯
氏
・
曹
氏
の
列
伝
で
あ
る
。
巻
九
の
後
方
は
、
曹
真
伝
に
子
の
曹
爽
伝

を
附
し
、
夏
侯
尚
伝
に
子
の
夏
侯
玄
伝
を
附
す
る
が
、
両
名
と
も
司
馬
氏
と
の
政
争
に
敗
れ
た
人
物
で
あ
る
。
陳
寿
は
①
巻

九
の
最
後
の
夏
侯
玄
伝
の
後
に
、
許
允
・
王
経
の
事
績
を
ぶ
ら
下
げ
た
。
い
ず
れ
も
司
馬
氏
に
抵
抗
し
た
人
物
で
あ
り
、
両

名
の
事
績
を
附
す
る
こ
と
で
、
巻
九
が
司
馬
氏
の
簒
奪
過
程
を
記
録
す
る
巻
で
あ
る
と
い
う
意
味
が
定
ま
る
と
い
う
。

た
だ
し
陳
寿
に
よ
る
と
、
許
允
は
「
官
物
を
放
散
す
（
放
散
官
物
）
」
と
横
領
を
働
き
、
王
経
は
母
や
友
人
崔
賛
の
忠
告
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を
顧
み
ず
栄
達
を
望
ん
で
破
滅
し
た
。
②
思
い
上
が
り
で
身
を
滅
ぼ
し
た
と
い
う
許
允
ら
の
逸
話
を
、
王
鳴
盛
は
陳
寿
の

「
廋
詞
」
（
婉
曲
表
現
）
と
解
し
た
。
彼
ら
の
忠
臣
ぶ
り
を
称
揚
す
れ
ば
、
司
馬
氏
へ
の
批
判
と
な
る
。
③
近
現
代
史
で
あ

れ
ば
こ
そ
「
隠
」
の
度
合
い
を
強
め
る
の
が
「
作
史
の
良
法
」
で
あ
る
と
い
う
。
破
滅
の
逸
話
を
織
り
交
ぜ
た
こ
と
は
韜
晦

的
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
そ
の
お
か
げ
で
司
馬
氏
の
簒
奪
に
対
す
る
批
判
を
堂
々
と
表
現
で
き
た
、
と
い
う
の
が
王
鳴
盛
の
理

解
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
本
田
氏
は
、
許
允
・
王
経
を
添
え
た
の
は
行
事
が
同
類
で
あ
る
た
め
に
過
ぎ
ず
、
巻
九
に
添

え
た
と
て
両
名
の
忠
が
知
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
退
け
た
。
王
鳴
盛
の
立
場
か
ら
述
べ
れ
ば
、
西
晋
政
権
の
み
な
ら
ず
、
本

田
氏
も
ま
た
陳
寿
の
「
隠
」
に
目
を
眩
ま
さ
れ
た
こ
と
に
な
る

（

）

。

28

『
三
国
志
』
巻
十
一
の
評
に
対
し
て
、
『
商
榷
』
巻
四
十
に
「
貢
禹
・
両
龔
之
匹
」
と
い
う
説
が
あ
る
。
陳
寿
は
、
魏
臣

の
袁
渙
・
邴
原
・
張
範
を
、
前
漢
の
貢
禹
・
両
龔
（
龔
勝
・
龔
舎
）
に
準
え
て
出
処
進
退
を
論
じ
た
。

評

以
へ
ら
く
袁
渙
・
邴
原
ら
、
貢
禹
・
両
龔
の
匹
為
り
と
。
意
指

顕
然
た
り
、
❶
其
の
魏
室
の
軽
重
を
待
つ
こ
と
亦

た
在
る
有
り
。
❷
蓋
し
禅
譲
を
借
り
て
以
て
簒
竊
を
為
す
は
、
莽
・
操
に
始
ま
る
も
、
莽
は
敗
れ
操
は
成
り
、
其
れ
後

世

巧
を
以
て
奪
ふ
門
を
開
く
一
な
り
。
❸
陳
寿

目
に
両
朝
を
睹
て
、
故
に
尤
も
之
に
謹
た
り
。
而
れ
ば
其
の
意
を
諸

賢
の
出
処
の
間
に
於
て
寓
せ
、
❹
進
退
を
列
伝
の
先
後
の
際
に
於
て
示
す
。
其
の
心
を
用
ふ
る
こ
と
良
に
苦
た
り

（

）

。

よ

29

袁
渙
は
呂
布
に
仕
え
、
曹
操
が
呂
布
を
滅
ぼ
す
と
、
な
か
ば
巻
き
込
ま
れ
る
よ
う
に
し
て
曹
操
に
従
っ
た
。
張
範
は
、
曹

操
の
冀
州
平
定
時
に
仕
官
を
断
り
、
曹
操
が
荊
州
か
ら
帰
還
す
る
と
仕
え
た
。
邴
原
は
、
黄
巾
を
遼
東
に
避
け
て
し
ば
ら
く

留
ま
っ
た
後
、
帰
郷
し
て
曹
操
に
仕
え
た
。
『
三
国
志
』
巻
十
一
は
、
曹
操
へ
の
仕
官
を
避
け
続
け
た
管
寧
伝
で
締
め
括
ら
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れ
る

（

）

。
王
鳴
盛
は
、
❶
曹
操
の
建
国
事
業
の
成
否
を
見
守
り
、
政
権
参
加
が
慎
重
で
あ
っ
た
者
ほ
ど
、
❹
巻
十
一
で
列
伝
が

30
後
ろ
に
置
か
れ
た
と
解
す
る
。
❷
王
莽
の
建
国
事
業
は
失
敗
し
た
の
で
、
曹
操
の
事
業
は
実
質
的
に
前
例
が
な
か
っ
た
。
❸

蜀
が
滅
び
て
晋
に
仕
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
陳
寿
に
と
っ
て
、
仕
官
先
選
び
は
緊
迫
し
た
問
題
で
あ
り
、
列
伝
の
掲
載
順
序

に
教
訓
性
を
織
り
込
ん
だ
と
い
う
。
本
田
氏
は
王
鳴
盛
の
こ
の
説
を
、
「
魏
に
仕
え
る
の
を
き
ら
つ
た
袁
渙
・
邴
原
・
張
範

に
対
す
る
陳
寿
の
評
に
『
蓋
し
こ
れ
貢
禹
両
龔
』
と
あ
る
の
は
、
魏
を
王
莽
に
な
ぞ
ら
え
る
皮
肉
だ
」
と
要
約
し
、
こ
れ
を

王
鳴
盛
の
曲
解
と
退
け
て
い
る
。
し
か
し
、
王
鳴
盛
は
こ
こ
で
陳
寿
の
曹
操
批
判
を
読
み
取
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
本
田
氏

は
『
商
榷
』
の
論
旨
を
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
。

次
の
例
に
進
も
う
。
『
商
榷
』
巻
四
十
に
「
傅
嘏
の
才
逹
（
傅
嘏
才
逹
）
」
が
あ
る
。
『
三
国
志
』
巻
二
十
一
の
立
伝
と
評

に
つ
い
て
で
あ
る
。
明
示
的
に
は
曹
丕
・
曹
植
の
「
文
采
」
の
も
と
に
集
っ
た
文
学
の
士
の
列
伝
で
あ
る
が
、
王
鳴
盛
は
別

の
意
味
が
あ
る
と
し
た
。

王
粲
・
衛
覬
・
劉
廙
・
劉
劭
・
傅
嘏
伝
の
評
末
に
云
ふ
、
①
「
傅
嘏

才
達
を
用
て
顕
は
る
」
と
。
松
之

云
は
く
、
②

あ
ら

「
嘏

識
量
の
名
輩
、
実
に
当
時
の
高
流
に
し
て
、
而
れ
ど
も
才
を
用
て
顕
に
達
す
と
云
ふ
は
、
以
て
嘏
の
美
を

見

す

あ
ら
は

に
足
ら
ず
」
と
。
案
ず
ら
く
、
③
此
の
書

易
代
の
際
に
於
て
、
弐
心
有
り
て
以
て
功
を
邀
む
る
者
は
、
必
ず
微
詞
を

も
と

加
ふ
。
司
馬
氏
の
勢

主
に
偪
る
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
師

淮
に
死
す
る
に
、
昭

方
に
許
に
在
り
、
亦
た
事
の
至
危
な

り
。
嘏

心
を
専
に
し
て
奉
戴
し
、
衆
を
擁
し
て
洛
に
還
り
、
大
柄

已
に
得
て
、
魏
祚

傾
く
。
④
故
に
首
列
の
王
粲
、

其
の
琮
に
納
士
の
謀
を
勧
む
る
を
書
す
。
中
伝
の
衛
覬
、
特
に
漢
に
還
り
て
禅
を
助
く
る
の
事
を
著
は
す
。
之
を
終
ふ
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る
に
嘏
を
以
て
す
る
は
、
則
ち
馬
を
奉
り
曹
を
傾
く
れ
ば
な
り
。
此
れ
始
ま
り
此
れ
終
は
り
、
鑒
を
著
は
す
こ
と
甚
だ

明
な
り
。
⑤
故
に
評
中
に
特
に
徐
幹
の
沖
虚
を
表
し
て
、
以
て
優
劣
を
示
す
。
幹
の
如
き
は
猶
ほ
揚
雄
の
事
に
与
ら
ざ

る
が
ご
と
し
。
此
の
外

皆

篡
に
与
聞
す
る
者
な
り
。
嘏
の
才
達
を
称
す
れ
ば
、
節

足
ら
ざ
る
こ
と

見

る
。
松
之

あ
ら
は

未
だ
作
者
の
凡
を
明
ら
か
に
せ
ず

（

）

。

31

陳
寿
は
巻
末
で
傅
嘏
に
つ
い
て
、
①
「
才
覚
に
よ
っ
て
高
位
に
昇
っ
た
」
と
評
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
裴
松
之
は
、
②
傅

嘏
は
見
識
を
備
え
た
名
士
で
あ
り
、
陳
寿
の
評
は
賛
美
が
不
十
分
だ
と
し
た
。
王
鳴
盛
に
よ
る
と
、
③
『
三
国
志
』
は
簒
奪

に
加
担
し
た
者
に
は
「
微
詞
」
を
加
え
て
批
判
す
る
。
④
王
粲
は
、
荊
州
政
権
を
裏
切
っ
て
劉
琮
を
曹
操
に
降
伏
さ
せ
た
。

衛
覬
は
、
魏
臣
か
ら
漢
臣
に
戻
っ
て
、
魏
の
た
め
に
禅
譲
の
詔
を
作
っ
た
。
傅
嘏
は
、
陣
没
し
た
司
馬
師
か
ら
司
馬
昭
へ
の

軍
権
移
行
を
助
け
、
魏
晋
革
命
に
道
筋
を
付
け
た
。
こ
の
『
三
国
志
』
巻
二
十
一
は
、
簒
奪
幇
助
の
行
為
が
な
さ
れ
た
時
代

順
に
列
伝
が
配
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
王
鳴
盛
の
洞
察
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
読
む
と
、
裏
切
り
行
為
の
な
い
徐
幹

伝
が
同
じ
巻
に
あ
る
こ
と
に
説
明
が
付
か
な
い
が
、
そ
れ
は
⑤
徐
幹
の
清
潔
さ
を
書
く
こ
と
で
、
他
の
人
々
の
悪
行
を
際
立

た
せ
る
意
図
が
あ
る
と
辻
褄
が
合
わ
せ
ら
れ
る
。
陳
寿
は
魏
晋
革
命
に
協
力
し
た
傅
嘏
に
批
判
的
な
の
で
、
敢
え
て
傅
嘏
の

評
を
言
葉
足
ら
ず
に
し
た
の
で
あ
り
、
裴
松
之
の
反
駁
は
、
陳
寿
の
「
凡
」
（
凡
例
、
史
法
）
を
解
し
て
い
な
い
と
い
う
。

本
田
氏
は
王
鳴
盛
の
説
を
、
「
（
王
）
粲
が
劉
琮
に
加
担
し
て
魏
を
傾
け
る
一
助
を
な
し
た
の
を
譏
る
た
め
に
、
た
だ
簒

奪
に
加
わ
ら
な
か
つ
た
だ
け
で
大
し
た
人
物
で
も
な
い
徐
幹
を
引
き
合
い
に
出
し
、
徐
幹
に
も
劣
る
と
筆
誅
し
て
い
る
の
だ

と
い
う
」
と
要
約
し
、
「
陳
寿
が
…
…
徐
幹
の
こ
と
を
、
簒
奪
に
加
わ
ら
な
か
つ
た
だ
け
の
大
し
た
こ
と
の
な
い
人
物
と
見
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て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
、
逆
に
高
く
評
価
し
て
い
た
れ
ば
こ
そ
引
き
合
い
に
出
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
」
と
反
論
し
た
。

ま
ず
王
粲
は
、
荊
州
政
権
の
劉
琮
を
傾
け
て
魏
（
曹
操
）
に
加
担
し
た
の
で
あ
り
（
陳
寿
・
王
鳴
盛
と
も
認
識
は
共
通
）
、

本
田
氏
に
は
事
実
の
誤
認
が
あ
る
。
そ
し
て
王
鳴
盛
は
、
陳
寿
が
簒
奪
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
徐
幹
を
高
く
評
価
し
た
と
捉
え

て
お
り
、
本
田
氏
の
指
摘
は
あ
べ
こ
べ
で
あ
る
。

王
鳴
盛
は
史
家
と
し
て
の
陳
寿
を
極
め
て
高
く
評
価
し
、
『
三
国
志
』
の
テ
キ
ス
ト
全
体
と
向
き
合
っ
た
。
立
伝
（
誰
に

ど
の
よ
う
な
順
序
で
列
伝
を
設
け
る
か
）
と
、
巻
末
の
人
物
評
は
、
陳
寿
が
顕
示
的
に
簒
奪
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ

の
意
味
を
テ
キ
ス
ト
に
即
し
て
掴
み
取
ろ
う
と
い
う
の
が
王
鳴
盛
の
史
学
で
あ
っ
た
。
本
田
氏
に
は
王
鳴
盛
の
誤
読
が
目
立

つ
上
、
「
穿
ち
過
ぎ
る
気
味
が
あ
る
と
思
う
」
な
ど
の
指
摘
は
、
王
鳴
盛
の
史
学
の
性
質
を
把
握
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
生

じ
た
行
き
違
い
の
説
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
本
当
に
陳
寿
が
王
鳴
盛
の
述
べ
る
よ
う
な
意
図
を
込
め
た
の
か

は
検
証
不
能
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
に
即
し
て
論
じ
る
こ
と
と
、
万
人
が
納
得
で
き
る
説
で
あ
る
こ
と
の
あ
い
だ
に
は
か
な
り

の
径
庭
が
あ
ろ
う
。

（
二
）
裴
松
之
注
の
参
照

王
鳴
盛
が
引
く
朱
彝
尊
・
杭
世
駿
は
、
陳
寿
の
テ
キ
ス
ト
の
妥
当
性
を
論
じ
る
と
き
、
裴
松
之
注
の
史
書
を
用
い
て
い
た
。

歴
代
正
史
の
な
か
で
も
、
本
文
を
相
対
化
し
得
る
豊
富
な
異
聞
・
異
説
を
伝
え
る
注
を
備
え
る
こ
と
が
『
三
国
志
』
の
特
徴

で
あ
り
、
裴
松
之
注
の
扱
い
方
に
史
学
の
特
徴
が
現
れ
る
。
王
鳴
盛
が
自
身
の
史
学
を
展
開
す
る
際
、
裴
松
之
注
を
ど
の
よ
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う
に
用
い
た
か
見
て
い
こ
う
。

『
商
榷
』
巻
四
十
「
武
帝
生
出
本
末
」
は
、
魏
の
帝
室
、
曹
操
の
血
統
を
論
じ
て
い
る
。
『
三
国
志
』
巻
一

武
帝
紀
に
係

わ
る
指
摘
で
あ
る
。

魏
武
帝
紀
、
前
に
既
に
「
漢
の
相
国
曹
参
の
後
な
り
」
と
云
ひ
、
其
の
下
に
即
ち
「
中
常
侍
曹
騰
の
養
子
嵩

太
祖
を

生
み
、
能
く
其
の
生
出
の
本
末
を
審
ら
か
に
す
る
莫
し
」
と
言
ふ
。

乍

に
之
を
読
め
ば
、
自
ら
相

矛
盾
す
る
者
な
る

に
は
か

が
似
し
。
此
れ
正
に
陳
寿
の
立
文
の
妙
な
り
。
①
陳
琳

袁
紹
の
為
に
檄
を
作
り
、
操
を
「
姦
閹
の
遺
醜
」
と
目
る
こ

み

と
、
後
漢
の
紹
伝
及
文
選
に
見
ゆ
。
敵
国
の
詆
譏
と
雖
も
、
乃
ち
其
の
実
を
道
ふ
な
り
。
…
…
曹
騰
に
至
る
ま
で
追
尊

と

す
と
雖
も
、
②
騰
よ
り
以
上

只
だ
節
有
る
の
み
、
節
よ
り
以
上

亦
た
見
る
可
き
も
の
無
し
。
…
…
③
帝
王
の
興
る
や
、

本
無
き
を
容
れ
ず
、
伝
聞
す
る
者
に
拠
り
て
之
を
書
き
、

聊

に
復
た
爾
爾
す
。
孫
破
虜
伝
に
云
は
く
、
「
孫
堅

字

か
り
そ
め

は
文
台
、
呉
郡
富
春
の
人
に
し
て
、
蓋
し
孫
武
の
後
な
り
」
と
。
「
蓋
」
は
疑
詞
に
し
て
正
に
魏
武
紀
と
同
じ
な
り
。

④
評
に
云
は
く
、
「
孤
微
よ
り
迹
を
発
す
」
と
。
安
ん
ぞ
其
の
先
世

是
の
若
き
の
遠
き
を
追
考
す
る
を
得
ん
や
。
⑤

范
書

劉
表
を
以
て
魯
恭
王
の
後
と
為
す
も
、
陳
寿

是
れ
を
取
ら
ず
。
夏
侯
惇
伝
に
至
り
、
則
ち
「
夏
侯
嬰
の
後
な

り
」
と
云
ふ
。
漢
書
を
案
ず
る
に
、
滕
公
の
後
、
皆

外
家
の
姓
に
隨
ひ
て
孫
氏
と
為
れ
ば
、
則
ち
此
れ
附
会
為
り
。

た

此
れ
固
に
武
紀

曹
参
の
後
と
為
す
の
言
と
与
に
す
可
か
ら
ず
、
一
例
論
な
り

（

）

。

32

王
鳴
盛
の
理
解
に
よ
る
と
、
①
曹
操
は
夏
侯
氏
の
子
で
あ
り
、
そ
の
根
拠
は
『
後
漢
書
』
袁
紹
伝
及
び
『
文
選
』
に
載
せ

る
陳
琳
の
檄
文
「
姦
閹
の
遺
醜
」
で
あ
る

（

）

。
檄
文
は
「
敵
国
の
詆
譏
」
で
あ
る
が
、
「
実
」
で
あ
る
と
い
う
。
曹
操
の
祖
先

33
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を
前
漢
の
曹
参
と
す
る
こ
と
は
、
武
帝
紀
注
引
『
魏
書
』
に
見
え
、
曹
氏
の
祖
先
が
②
曹
騰
の
父
曹
節
ま
で
し
か
遡
れ
な
い

こ
と
は
、
同
注
引
『
続
漢
書
』
に
見
え
る
。
③
帝
国
が
成
立
す
る
と
、
廟
制
整
備
の
た
め
に
祖
先
を
未
詳
と
す
る
わ
け
に
は

い
か
ず
、
『
魏
書
』
の
よ
う
な
公
式
見
解
が
か
り
そ
め
に
設
定
さ
れ
る
が
、
陳
寿
は
そ
の
虚
構
性
を
「
立
文
の
妙
」
に
よ
っ

て
示
し
た
と
い
う
。
陳
寿
は
、
曹
操
の
祖
先
に
つ
い
て
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
説
（
曹
参
の
子
孫
、
夏
侯
氏
の
子
）
を
並
記
し

た
。
呉
の
孫
堅
の
祖
先
に
つ
い
て
も
、
『
三
国
志
』
巻
四
十
六

孫
破
虜
（
孫
堅
）
伝
の
巻
頭
で
「
蓋
し
」
孫
武
の
後
裔
で

あ
る
と
留
保
を
つ
け
、
④
孫
堅
伝
の
巻
末
の
評
で
「
孤
微
」
出
身
と
書
い
た
。
曹
氏
・
孫
氏
と
も
に
、
祖
先
は
不
明
で
あ
る

と
い
う
実
情
を
陳
寿
が
表
現
し
た
と
解
す
る
。
一
見
、
説
得
力
の
あ
る
こ
の
説
は
、
先
行
す
る
何
焯
と
比
較
す
る
こ
と
で
特

徴
が
浮
き
上
が
る
。
両
者
は
正
反
対
の
結
論
を
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
焯
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

注
に
採
る
呉
人
の
作
り
し
曹
瞞
伝
及
び
郭
頒
の
世
語

竝
び
に
云
は
く
、
嵩
は
夏
侯
氏
の
子
な
り
と
。
按
ず
ら
く
、
夏

侯
惇
の
子
の
楙
は
、
清
河
公
主
を
尚
り
、
淵
の
子
の
衡
も
、
亦
た
曹
氏
を
娶
る
。
則
ち
嵩
は
夏
侯
氏
の
子
と
謂
ふ
は
、

め
と

敵
国
の
伝
聞
な
れ
ば
、
蓋
し
信
ず
る
に
足
ら
ず

（

）

。

34

何
焯
に
よ
る
と
、
曹
操
を
夏
侯
氏
の
子
と
す
る
『
曹
瞞
伝
』
等
は
「
敵
国
の
伝
聞
」
で
あ
り
、
信
頼
に
足
り
な
い
（
王
鳴

盛
が
根
拠
と
し
た
陳
琳
の
檄
文
も
こ
れ
に
該
当
す
る
）
。
曹
操
が
夏
侯
氏
の
子
で
な
い
と
い
う
説
を
支
え
る
の
は
、
曹
操
集

団
が
同
姓
不
婚
の
禁
忌
を
破
っ
た
は
ず
が
な
い
と
い
う
推
定
で
あ
っ
た

（

）

。
何
焯
は
、
魏
晋
帝
国
の
公
式
見
解
を
支
持
せ
ざ
る

、
、
、
、
、

35

を
得
な
い
と
い
う
晋
臣
陳
寿
の
表
現
に
同
調
し
て
、
『
三
国
志
』
を
解
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
王
鳴
盛
は
、
陳
寿
が
何
ら
か

の
形
で
「
実
」
を
表
現
し
た
に
違
い
な
く
、
史
を
読
む
者
は
史
を
作
る
者
の
微
意
を
テ
キ
ス
ト
に
基
づ
い
て
（
テ
キ
ス
ト
の
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内
部
か
ら
、
読
み
手
が
主
体
的
に
）
解
明
で
き
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
。

王
鳴
盛
に
よ
る
と
、
⑤
『
後
漢
書
』
列
伝
七
十
四
下

劉
表
伝
は
劉
表
を
前
漢
の
魯
恭
王
（
劉
餘
）
の
後
裔
と
す
る
が
、

『
三
国
志
』
巻
六

劉
表
伝
は
言
及
し
な
い
。
『
三
国
志
』
巻
九

夏
侯
惇
伝
は
、
夏
侯
惇
を
前
漢
の
夏
侯
嬰
の
子
孫
と
す
る

が
、
『
漢
書
』
巻
四
十
一

夏
侯
嬰
伝
の
末
尾
と
整
合
し
な
い
。
し
か
し
、
王
鳴
盛
が
こ
こ
に
微
意
を
見
出
す
こ
と
は
な
か

っ
た
。
陳
寿
が
批
判
精
神
を
込
め
た
の
は
、
帝
号
を
贈
ら
れ
、
廟
に
祭
る
べ
き
祖
先
を
必
要
と
し
た
曹
操
・
孫
堅
の
み
で
あ

る
と
い
う
。
何
焯
の
説
は
、
テ
キ
ス
ト
に
な
い
こ
と
を
史
を
読
む
者
が
解
釈
す
る
と
い
う
点
で
恣
意
性
が
あ
っ
た
が
、
王
鳴

盛
の
説
は
、
テ
キ
ス
ト
に
即
し
な
が
ら
も
、
テ
キ
ス
ト
の
ど
の
部
分
か
ら
ど
の
よ
う
な
解
釈
を
引
き
出
す
か
と
い
う
点
に
恣

意
性
が
認
め
ら
れ
た
。

『
商
榷
』
巻
四
十
一
「
関
伝
注

誣
多
し
（
関
伝
注
多
誣
）
」
に
、

裴
松
之
注

専
ら
博
采
に
務
む
る
こ
と
、
関
雲
長
伝

採
る
所
の
蜀
記
六
条
、
典
略
一
条
の
若
し
。
内
に
惟
だ
❶
龐
徳
の

子
の
会

関
氏
の
家
を
滅
ぼ
す
の
一
條
の
み
、
或
い
は
実
録
に
係
は
ら
ん
。
其
の
餘

尽
く
虚
浮
誣
妄
に
属
す
。
❷
松
之

亦
た
尚
ほ
駮
正
を
知
る
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
筆
墨
を
徒
労
す
。
裴
注
を
観
る
に
、
愈
々
陳
寿
の
史
法
の
厳
な
る
を
知

る
な
り

（

）

。

36

と
あ
る
。
裴
松
之
は
幅
広
い
史
書
の
採
録
に
努
め
、
『
三
国
志
』
巻
三
十
六

関
羽
伝
に
も
王
隠
『
蜀
記
』
か
ら
六
条
、

魚
豢
『
典
略
』
か
ら
一
条
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
❶
龐
徳
の
子
・
龐
会
が
蜀
の
滅
亡
後
に
関
羽
の
子
孫
を
滅
ぼ
し

た
と
い
う
『
蜀
記
』
の
一
条
の
み
「
実
録
に
係
」
わ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
以
外
は
、
「
虚
浮
誣
妄
」
で
あ
る
。
❷
裴
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松
之
は
「
駮
正
を
知
る
」
（
虚
偽
の
是
正
に
取
り
組
ん
で
い
る
）
が
、
多
面
的
な
異
聞
に
よ
っ
て
実
情
を
把
握
可
能
に
す
る

メ
リ
ッ
ト
よ
り
も
、
余
計
な
情
報
に
よ
っ
て
読
史
者
を
混
乱
さ
せ
る
デ
メ
リ
ッ
ト
の
ほ
う
が
大
き
い
と
い
う
。
王
鳴
盛
は
異

聞
を
広
く
集
め
て
載
せ
る
こ
と
に
否
定
的
で
、
雑
然
と
し
て
情
報
過
多
な
裴
松
之
注
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
「
陳
寿
の
史
法

の
厳
」
が
分
か
る
と
い
う
。

次
に
、
『
商
榷
』
巻
四
十
「
先
世
名
臣
」
を
見
て
み
よ
う
。
魏
帝
国
で
初
代
三
公
と
な
っ
た
鍾
繇
・
華
歆
・
王
朗
の
列
伝

を
ま
と
め
た
『
三
国
志
』
巻
十
三
に
対
す
る
説
で
あ
る
。

鍾
繇
伝
に
、
「
繇

司
徒
華
歆
・
司
空
王
朗
と
与
に
並
び
に
先
世
の
名
臣
な
り
。
文
帝

朝
を
罷
む
る
や
、
左
右
に
謂
ひ

て
曰
く
、
此
の
三
公
は
乃
ち
一
代
の
偉
人
な
り
と
」
。
愚

謂
へ
ら
く
、
「
一
代
の
偉
人
」
と
云
ふ
と
雖
も
、
実
は
則
ち

両
朝
の
達
節
な
り
。
❶
陳
寿

此
の
三
人
を
以
て
合
伝
を
作
り
、

故

に
丕
の
語
を
引
き
て
以
て
其
の
之
を
合
す
る
の

こ
と
さ
ら

意
を
著
は
す
。
而
も
先
に
「
先
世
の
名
臣
」
と
い
ふ
四
字
を
書
か
ば
、
則
ち
貶
を
待
た
ず
し
て
其
の
節
を
失
ふ
こ
と
自

づ
か
ら

見

る
。
然
も
朗
の
子
た
る
粛
、
諸
々
の
経
伝
の
訓
解
を
作
り
、
鄭
氏
康
成
の
名

高
き
を
忌
み
て
之
を
攻
詆
し
、

あ
ら
は

其
の
名
位

既
に
隆
赫
た
る
を
極
む
。
華
歆
の
孫
た
る
嶠
、
又

史
筆
を
秉
り
て
漢
後
書
を
作
り
、
又

譜
叙
の
中
に
於

て
、
歆
の
美
を
増
飾
し
、
文
帝

受
禅
す
る
や
、
歆

形
色
を
以
て
時
に
忤
ら
ふ
と
謂
ふ
。
夫
れ
歆

既
に
魏
の
相
国
為

り
て
、
又

何
ぞ
忤
ふ
や
。
壁
を
発
し
て
后
を
牽
き
し
は
、
誰
か
為
す
所
な
る
か
。
❷
甚
だ
し
き
は
孫
資
の
玄
孫
た
る

盛
、
亦
た
魏
氏
春
秋
・
晋
陽
秋
を
作
る
。
鄙
夫
佞
人
、
後
を
昌
に
す
る
こ
と
乃
ち
爾
り
、
幸
い
に
其
の
書

皆
は
伝
は

し
か

ら
ず
。
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鍾
繇
伝
に
お
い
て
、
文
帝
曹
丕
は
魏
朝
の
初
代
三
公
（
鍾
繇
・
華
歆
・
王
朗
）
を
「
一
代
の
偉
人
」
と
讃
え
た
が
、
王
鳴

盛
の
見
立
て
で
は
、
彼
ら
は
「
実
は
則
ち
両
朝
の
達
節
」
で
あ
る
。
漢
魏
両
朝
に
節
義
を
貫
く
も
の
と
は
、
す
な
わ
ち
、
漢

朝
の
裏
切
り
者
で
あ
る
。
王
鳴
盛
は
、
❶
陳
寿
が
三
人
の
列
伝
を
同
じ
巻
に
ま
と
め
、
曹
丕
の
言
葉
を
こ
と
さ
ら
に
載
せ
る

こ
と
で
、
三
名
が
「
節
を
失
」
っ
て
い
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
と
解
す
る

（

）

。
こ
の
よ
う
な
強
烈
な
微
意
を
見
出
す
理
由
は
、

37

王
朗
の
子
・
王
粛
が
「
鄭
氏
康
成
」
（
鄭
玄
）
の
説
を
攻
撃
し
、
華
歆
の
孫
・
華
嶠
が
『
譜
叙
』
を
書
い
て
、
華
歆
を
漢
の

忠
臣
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
粉
飾
し
た
こ
と
に
よ
る
。
王
鳴
盛
は
鄭
玄
を
尊
重
し
、
経
学
『
尚
書
後
案
』
で
鄭
玄
説
を
用
い
、

子
部
『
蛾
術
篇
』
で
も
鄭
玄
に
つ
い
て
盛
ん
に
論
じ
た
。
政
治
権
力
（
名
の
高
き
）
に
任
せ
て
鄭
玄
を
攻
撃
し
た
と
し
て
、

王
鳴
盛
は
王
粛
に
連
な
る
人
々
を
絶
対
に
許
さ
な
い
。

さ
ら
に
王
鳴
盛
は
、
❷
孫
資
の
玄
孫
・
孫
盛
が
『
魏
氏
春
秋
』
『
晋
陽
秋
』
を
作
っ
た
こ
と
も
批
判
し
た
。
鍾
繇
伝
の
条

で
孫
資
に
つ
い
て
論
じ
る
の
は
唐
突
で
あ
る
。
こ
こ
で
孫
資
に
触
れ
る
理
由
は
、
王
鳴
盛
の
自
注
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
。

陳
羣
の
子
た
る
泰
の
伝
に
、
裴
松
之
注

孫
盛
の
魏
氏
春
秋
を
引
き
て
云
は
く
、
「
盛
の
言
の
諸
々
の
改
易
す
る
所
を

検
す
る
に
、
皆

別
に
異
聞
有
る
に
非
ず
、
率
ね
更
む
る
に
自
ら
意
を
以
て
し
、
制
む
る
こ
と
多
く
旧
の
如
く
な
ら
ず
。

凡
そ
記
言
の
体
、
当
に
其
の
口
よ
り
出
づ
る
が
若
く
せ
し
む
べ
し
。
辞

勝
り
て
実
に
違
ふ
は
、
固
に
君
子
の
取
ら
ざ

た
が

る
所
な
り
。
況
ん
や
復
た
勝
ら
ず
し
て

徒

に
虚
妄
を
長
ぜ
し
む
る
も
の
を
や
」
と
。
❸
此
に
拠
れ
ば
則
ち
孫
盛
の
史

い
た
づ
ら

曲
筆
多
く
、
而
し
て
華
嶠
も
知
る
可
し

（

）

。

38

『
三
国
志
』
巻
二
十
二

陳
泰
伝
注
で
裴
松
之
は
、
孫
盛
『
魏
氏
春
秋
』
を
、
人
物
の
発
言
を
不
当
に
変
更
す
る
「
実
に
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違
」
い
「
徒
に
虚
妄
を
長
ぜ
し
む
る
」
史
書
で
あ
る
と
批
判
し
た
。
王
鳴
盛
は
孫
盛
が
こ
の
よ
う
な
虚
妄
の
書
を
作
っ
た
理

由
を
、
孫
資
の
玄
孫
で
あ
る
こ
と
に
求
め
た
。
王
鳴
盛
の
理
解
で
は
、
司
馬
氏
を
助
け
て
魏
を
滅
亡
さ
せ
た
の
は
実
は
劉

放
・
孫
資
両
名
で
あ
っ
た
（
『
商
榷
』
巻
四
十
「
放
資
伝
多
微
詞
」
）
。
❸
三
公
な
ら
ざ
る
孫
資
で
す
ら
、
子
孫
が
権
勢
に
任

せ
て
劣
悪
な
書
物
を
書
く
の
だ
か
ら
、
「
節
に
違
う
」
三
公
・
華
歆
の
孫
（
華
嶠
）
な
ら
ば
尚
更
で
あ
る
、
と
い
う
論
法
で

あ
っ
た
。
裴
松
之
の
説
か
ら
一
段
階
進
ん
だ
、
作
史
者
の
祖
先
に
基
づ
く
外
的
な
史
料
批
判
で
あ
る
。

王
鳴
盛
の
孫
盛
批
判
は
、
『
商
榷
』
巻
四
十
一
「
姜
維
志
在
復
蜀
（
姜
維
の
志

蜀
を
復
す
る
に
在
り
）
」
条
に
も
見
え
る
。

『
三
国
志
』
巻
四
十
四

姜
維
伝
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

姜
維
伝
末
に
、
維

魏
の
将
士
の
殺
す
所
と
為
る
事
を
叙
す
。
維
の
本
志

蜀
を
復
す
る
に
在
り
、
成
ら
ず
し
て
殺
さ
る

る
も
、
其
の
赤
心

則
ち
千
載
も
生
く
る
如
し
。
陳
寿

蜀
人
な
る
も
晋
に
入
り
、
措
詞
の
際
、
焉
を
難
ず
る
有
り
。
①

評
中
に
其
の
死
事
を
反
り
て
置
き
て
論
ぜ
ず
、
但
だ
其
の
衆
を

玩

び
旅
を
黷
し
て
以
て
隕
斃
に
致
る
を
譏
る
。
…
…

も
て
あ
そ

け
が

此
れ
其
れ
詭
説
を
展
転
し
て
、
以
て
咎
を
避
く
る
所
以
な
り
。
維
の
蜀
に
於
け
る
や
、
猶
ほ
張
世
傑
・
陸
秀
夫
の
宋
に

於
け
る
が
ご
と
し
。
注
引
の
孫
盛
云
は
く
…
…
。
②
其
の
下
文

皆

盛
が
維
を
貶
む
る
の
言
な
り
。
盛

佞
人
の
子
孫

な
り
、
言

固
に
拠
り
難
し
。
③
考
ふ
る
に
永
和
三
年

李
勢

破
滅
し
、
是
の
年
は
丁
未
、
蜀
の
亡
ぶ
景
耀
六
年
癸
未

を
去
る
こ
と
、
凡
そ
八
十
五
年
な
り

（

）

。

39

蜀
の
劉
禅
が
魏
軍
に
降
伏
し
た
後
、
姜
維
は
蜀
復
興
を
目
指
し
た
が
失
敗
し
て
殺
さ
れ
た
。
①
陳
寿
は
巻
末
評
で
、
「
翫

衆
黷
旅
、
明
断
不
周
、
終
致
隕
」
と
譏
っ
た
が
、
こ
れ
は
晋
朝
へ
の
配
慮
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
評
を
陳
寿
の
本
意
と
し
な
い
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説
は
何
焯
に
も
見
え

（

）

、
新
し
さ
や
力
点
は
な
い
。

40

姜
維
伝
の
裴
松
之
注
に
、
孫
盛
『
晋
陽
秋
』
が
引
か
れ
る
。
東
晋
中
期
、
孫
盛
は
自
身
が
桓
温
に
従
軍
し
た
と
き
蜀
の
故

老
か
ら
聞
き
取
っ
た
姜
維
の
最
期
を
記
録
し
、
②
姜
維
の
行
動
を
貶
め
た
。
『
商
榷
』
に
引
用
は
な
い
が
、
孫
盛
は
、
「
古

人

云
へ
ら
く
、
困
し
む
所
に
非
ず
し
て
焉
に
困
し
ま
ば
、
名
は
必
ず
辱
め
ら
れ
、
拠
る
所
に
非
ず
し
て
焉
に
拠
ら
ば
、
身

は
必
ず
危
ふ
し
と
。
既
に
辱
め
ら
れ
且
つ
危
ふ
け
れ
ば
、
死

其
れ
将
に
至
ら
ん
と
は
、
其
れ
姜
維
の
謂
な
る
か

（

）

」
と
い
い
、

41

孫
盛
は
姜
維
が
蜀
滅
亡
を
食
い
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
裴
松
之
は
、
蜀
末
当
時
の
実
情
を
丁
寧
に
な

ぞ
っ
て
、
孫
盛
の
説
の
非
を
述
べ
た
。
と
こ
ろ
が
王
鳴
盛
に
よ
る
と
、
孫
盛
が
で
た
ら
め
を
書
く
理
由
は
「
佞
人
の
子
孫
」

だ
か
ら
で
あ
る
。
王
鳴
盛
は
、
③
姜
維
の
死
か
ら
孫
盛
の
聴
取
ま
で
八
十
五
年
も
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
に
触
れ
る
。
口
述

オ
ー
ラ
ル

歴
史
の
調
査
手
法
を
踏
ま
え
、
現
地
の
人
と
て
当
時
の
こ
と
を
正
確
に
記
憶
・
伝
承
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
、
と
推
論
し

ヒ
ス
ト
リ

て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る

（

）

。
し
か
し
、
王
鳴
盛
の
年
数
の
説
は
説
得
力
を
持
た
な
い
。
姜
維
伝
の
注
に
引
か
れ
、
同
様
に
蜀

42

滅
亡
時
の
姜
維
の
行
動
を
伝
え
る
の
は
、
習
鑿
歯
『
漢
晋
春
秋
』
、
常
璩
『
華
陽
国
志
』
で
あ
る
。
両
書
と
も
孫
盛
と
同
時

代
、
桓
温
が
活
躍
し
た
東
晋
中
期
の
書
物
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
王
鳴
盛
は
批
判
を
加
え
な
か
っ
た
。
年
数
の
こ
と
は
孫

盛
を
批
判
す
る
た
め
に
繰
り
出
さ
れ
た
要
素
に
過
ぎ
ず
、
王
鳴
盛
の
孫
盛
批
判
の
主
眼
は
、
「
佞
人
の
子
孫
」
で
あ
る
と
い

う
一
点
に
集
約
さ
れ
る
。

王
鳴
盛
の
史
学
は
、
史
を
作
る
者
の
属
人
的
な
信
頼
性
を
重
ん
じ
た
。
史
家
を
高
く
評
価
し
た
場
合
（
陳
寿
）
、
積
極
的

か
つ
建
設
的
に
微
意
を
読
み
取
っ
た
（
立
伝
と
評
）
。
然
る
べ
き
情
報
の
取
捨
選
択
は
陳
寿
が
す
で
に
終
え
て
お
り
、
何
ら
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か
の
形
で
本
文
の
テ
キ
ス
ト
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
見
な
す
（
曹
操
・
孫
堅
の
祖
先
の
説
）
。
裴
松
之
注
は
、
時
に
蛇
足
と

さ
れ
た
（
関
羽
伝
注
）
。
史
家
を
低
く
評
価
し
た
場
合
（
華
嶠
・
孫
盛
）
、
そ
の
よ
う
な
人
物
が
書
い
た
史
書
に
は
価
値
が

な
い
と
切
り
捨
て
た
（
『
譜
叙
』
、
『
魏
氏
春
秋
』
『
晋
陽
秋
』
）
。
王
鳴
盛
の
『
三
国
志
』
の
史
学
は
、
「
陳
寿
史
皆
実
録
」
と

い
う
命
題
を
強
力
に
保
持
し
な
が
ら
、
裴
松
之
注
が
引
く
諸
書
を
押
し
退
け
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
陳
寿
の
文
に
不
合
理

な
部
分
を
見
つ
け
る
た
び
、
当
惑
し
て
立
ち
止
ま
っ
た
何
焯
の
史
学
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
る

（

）

。
陳
寿
の
テ
キ
ス
ト

43

を
所
与
の
も
の
と
し
て
肯
定
的
に
受
け
取
り
、
無
理
に
で
も
合
理
化
し
て
読
み
進
め
る
の
が
王
鳴
盛
の
史
学
で
あ
っ
た
。

三

「
実
事
求
是
」
と
近
代
歴
史
学

王
鳴
盛
の
『
三
国
志
』
の
史
学
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
、
先
行
研
究
が
懸
案
と
し
た
問
題
に
立
ち
返
ろ
う
。
王
鳴
盛
は

『
商
榷
』
序
文
で
毀
誉
褒
貶
を
否
定
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
自
身
が
毀
誉
褒
貶
の
史
論
を
盛
ん
に
行
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
。
果
た
し
て
こ
こ
に
矛
盾
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
っ
た
い
王
鳴
盛
は
、
『
商
榷
』
序
文
で
何
を
述
べ
て
い
た
の
か
。

蓋
し
学
問
の
道
は
、
①
虚
を
求
む
る
は
実
を
求
む
る
に
如
か
ず
、
議
論
・
褒
貶
は
皆

虚
文
な
る
の
み
。
史
を
作
る
者

の
記
録
す
る
所
、
史
を
読
む
者
の
考
核
す
る
所
、
総
て
能
く
其
の
実
を
得
る
こ
と
を
期
す
る
の
み
。
外
に
此
れ
又

何

ぞ
多
く
求
め
ん
や
。
予

束
髪
よ
り
史
学
を
談
ず
る
を
好
み
、
将
に
壮
な
ら
ん
と
す
る
や
、
史
を
輟
め
て
経
を
治
め
、

や

経

既
に
竣
る
や
、
乃
ち
重
ね
て
史
業
を
理
め
、
摩
研
排
読
す
る
こ
と
二
紀
餘
年
、
②
始
め
て
史
を
読
む
の
法
を
悟
り
、

を
は

を
さ
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経
を
読
む
こ
と
と
小
異
に
し
て
大
同
な
り
。
何
を
以
て
之
を
言
ふ
か
。
経
は
以
て
道
を
明
ら
か
に
す
る
に
、
道
を
求
む

る
者
は
必
ず
し
も
空
し
く
義
理
を
執
ら
ず
と
も
、
以
て
之
を
求
む
る
な
り
。
③
但
だ
当
に
文
字
を
正
し
、
音
読
を
辨
じ
、

訓
詁
を
釈
し
、
伝
注
に
通
ず
べ
し
。
則
ち
義
理

目
見
は
れ
て
道

其
の
中
に
在
ら
ん
。
譬
ふ
れ
ば
人
の
甘
き
を
食
は
ん

あ

ら

と
欲
し
て
銭
を
操
り
市
に
入
る
が
若
し
。
④
物
を
問
ひ
て
甘
さ
と
名
い
ふ
者
有
る
や
。
有
る
無
し
。
飴
を
買
ひ
之
を
食

は
ば
、
甘
さ
在
り
。
人

鹹
き
を
食
ら
は
ん
と
欲
す
る
に
、
物
を
問
ひ
て
鹹
さ
と
名
い
ふ
者
有
る
や
。
有
る
無
し
。
鹽

か
ら

し
お

を
買
ひ
之
を
食
は
ば
、
鹹
さ
在
り

（

）

。

44

話
が
込
み
入
っ
て
き
た
の
で
一
旦
区
切
る
。
学
問
（
史
学
）
の
道
は
、
①
虚
を
求
め
る
よ
り
も
実
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
。

議
論
・
褒
貶
は
「
虚
」
な
の
で
重
要
度
が
低
く
、
「
史
を
作
る
者
」
も
「
史
を
読
む
者
」
も
「
其
の
実
を
得
る
こ
と
」
こ
と

を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
。
史
学
に
お
け
る
「
実
」
と
は
何
か
。
王
鳴
盛
は
こ
れ
を
、
経
学
に
迂
回
し
て
説
明
し
て
い
く
。

王
鳴
盛
は
、
経
学
を
修
め
て
か
ら
史
学
に
再
挑
戦
し
、
②
経
学
に
よ
っ
て
相
対
化
す
る
こ
と
で
「
史
を
読
む
法
」
を
体
得

し
た
と
い
う
。
経
学
は
道
の
解
明
を
目
標
と
す
る
が
、
「
空
し
く
義
理
を
」
求
め
る
の
で
は
な
く
、
③
経
書
の
テ
キ
ス
ト
と

向
き
合
う
こ
と
（
小
学
・
音
韻
学
・
訓
詁
学
・
注
疏
学
）
で
自
ず
か
ら
義
理
が
現
れ
、
道
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
。
こ
れ

は
宋
学
（
朱
子
学
）
批
判
で
あ
り
、
王
鳴
盛
は
比
喩
を
用
い
て
考
証
学
の
優
越
を
説
明
し
て
い
く
。
④
甘
さ
を
味
わ
い
た
い

と
き
、
甘
さ
と
い
う
味
覚
体
験
を
市
場
で
直
接
買
う
こ
と
は
で
き
ず
、
飴
な
ど
の
甘
い
も
の
（
媒
介
物
）
を
買
っ
て
食
べ
る

こ
と
で
自
ず
か
ら
甘
さ
を
体
験
で
き
る
。
義
理
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
き
、
義
理
そ
の
も
の
を
直
接
、
無
媒
介
に
掴
み
取
る

こ
と
は
で
き
ず
、
経
書
の
テ
キ
ス
ト
（
媒
介
物
）
を
研
究
す
る
こ
と
で
自
ず
と
義
理
が
明
ら
か
に
な
る
。
甘
さ
と
飴
、
鹹
さ

か
ら
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と
塩
、
義
理
と
経
書
の
テ
キ
ス
ト
を
同
じ
構
造
に
あ
る
。
宋
学
は
、
経
書
の
テ
キ
ス
ト
を
な
お
ざ
り
に
し
て
義
理
だ
け
を
直

接
掴
み
取
ろ
う
と
す
る
学
問
で
あ
る
が
、
飴
や
塩
を
媒
介
せ
ず
に
味
覚
体
験
が
得
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
宋
学
は
義
理
に
到
達

で
き
な
い
と
い
う
。

経
書
の
テ
キ
ス
ト
に
真
摯
に
向
き
合
う
こ
と
が
、
経
学
の
「
実
」
で
あ
っ
た
。
王
鳴
盛
は
、
②
経
学
と
史
学
は
大
同
小
異

だ
と
い
う
。
ど
こ
に
相
違
点
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

史
を
読
む
者
は
、
⑤
必
ず
し
も
議
論
を
以
て
法
戒
を
求
め
ず
、
但
だ
当
に
其
の
典
制
の
実
を
考
す
べ
し
、
必
ず
し
も
褒

貶
を
以
て
与
奪
を
為
さ
ず
、
但
だ
当
に
其
の
事
蹟
の
実
を
考
す
べ
し
。
亦
た
猶
ほ
是
の
ご
と
け
れ
ば
、
故
に
同
と
曰
ふ
。

若
し
夫
れ
異
な
る
者
も
則
ち
有
り
。
経
を
治
む
る
と
き
は
断
じ
て
敢
て
経
を
駮
め
ざ
る
も
、
⑥
史
は
則
ち
子
長
・
孟
堅

せ

と
雖
も
、
苟
し
失
ふ
所
有
れ
ば
、

箴

め
て
之
を

砭

む
る
こ
と
を
妨
ぐ
る
こ
と
無
し
。
此
れ
其
の
異
な
り
。
抑
々
経
を

も

い
ま
し

い
ま
し

治
む
る
と
き
は
、
豈
に
特
だ
敢
て
経
を
駮
め
ざ
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
経
文
は
艱
奥
に
し
て
難
通
な
れ
ば
、
若
し
古
の
伝

せ

注
に
于
い
て
、
己
の
意
に
憑
り
て
択
取
し
て
融
貫
す
れ
ば
、
猶
ほ
未
だ
僭
越
を
免
れ
ず
。
但
だ
当
に
漢
人
の
家
法
を
墨

守
し
て
、
一
師
に
従
り
て
定
め
て
敢
て
佗
徙
せ
ざ
る
べ
し
。
⑦
史
に
至
り
て
は
、
則
ち
正
文
に
失
有
ら
ば
、
尚
ほ
箴
砭

を
加
ふ
、
何
ぞ
裴
駰
・
顔
師
古
の
一
輦
を
論
ぜ
ん
や
。
其
れ
当
に
善
を
択
び
て
従
ひ
、
偏
徇
を
庸
ひ
る
無
き
こ
と
、
固

も
ち

に
言
を
待
た
ず
。
故
に
異
と
曰
ふ
な
り
。
之
を
要
す
る
に
、
二
者

小
異
有
り
と
雖
も
、
其
の
総
て
切
実
の
意
を
務
求

す
る
に
帰
す
る
こ
と
、
則
ち
一
な
り

（

）

。

45

経
学
が
経
書
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
離
れ
て
義
理
を
求
め
る
べ
き
で
な
か
っ
た
よ
う
に
、
⑤
史
を
読
む
者
は
、
テ
キ
ス
ト
に
準
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拠
し
な
い
「
議
論
」
に
よ
っ
て
「
法
戒
」
を
求
め
て
は
な
ら
ず
、
テ
キ
ス
ト
に
準
拠
し
な
い
「
褒
貶
」
に
よ
っ
て
「
与
奪
」

を
為
し
て
は
な
ら
な
い
。
史
書
の
テ
キ
ス
ト
に
沿
っ
て
「
典
制
の
実
」
「
事
蹟
の
実
」
明
ら
か
に
す
る
べ
き
で
あ
る
。
ひ
た

す
ら
テ
キ
ス
ト
に
向
き
合
う
べ
き
こ
と
が
経
学
と
史
学
の
「
同
」
で
あ
る
。
た
だ
し
史
学
で
は
、
⑥
子
長
（
司
馬
遷
『
史

記
』
）
・
孟
堅
（
班
固
『
漢
書
』
）
の
本
文
で
あ
っ
て
も
、
当
を
失
す
る
文
は
「
箴
砭
」
め
て
よ
い
。
⑦
裴
駰
・
顔
師
古

い
ま
し

（
『
史
記
』
『
漢
書
』
の
注
）
で
あ
れ
ば
、
よ
り
裁
量
権
を
持
っ
て
「
箴
砭
」
め
、
取
捨
選
択
が
で
き
る
。
こ
の
点
が
、
経

い
ま
し

書
の
本
文
及
び
注
（
「
漢
人
の
家
法
」
）
を
「
墨
守
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
経
学
と
の
「
異
」
で
あ
る
。
経
学
と
史
学
に

は
「
小
異
」
が
あ
る
が
、
テ
キ
ス
ト
に
即
し
て
「
切
実
の
意
」
を
求
め
る
こ
と
は
同
一
で
あ
る
と
い
う
。

史
書
の
本
文
・
注
の
テ
キ
ス
ト
に
対
し
て
疑
義
を
呈
す
る
こ
と
を
、
「
箴
砭
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

い
ま
し
め

こ
れ
は
、
史
書
の
テ
キ
ス
ト
が
客
観
的
事
実
を
伝
え
て
い
る
か
否
か
を
検
討
す
る
近
代
の
歴
史
学
の
〝
史
料
批
判
〟
と
は
明

確
に
異
な
る
。
経
学
と
の
類
似
性
・
連
続
性
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
儒
家
（
知
識
人
）
の
規
範
に
照
ら
し
て
、

史
書
の
不
適
切
な
表
現
を
訓
戒
す
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
、
羅
炳
良
〈
二
〇
〇

一
〉
が
二
十
世
紀
の
研
究
史
の
混
乱
を
収
束
さ
せ
た
説
、
王
鳴
盛
は
歴
史
的
事
実
に
対
す
る
客
観
的
で
公
正
な
毀
誉
褒
貶
を

目
指
し
た
、
と
い
う
指
摘
は
、
必
ず
し
も
本
来
の
意
を
得
た
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
王
鳴
盛
は
序
文
の
後
方
で
、

「
実
事
求
是
」
を
掲
げ
た
。
史
書
の
テ
キ
ス
ト
に
即
し
て
読
み
取
っ
た
典
制
・
事
蹟
（
実
事
）
に
よ
っ
て
、
儒
者
と
し
て
適

切
な
見
解
を
探
究
せ
よ
（
求
是
）
と
い
う
宣
言
と
解
せ
ら
れ
よ
う
。
考
証
学
者
に
よ
っ
て
「
実
」
と
い
う
語
（
概
念
）
が
表

す
内
容
は
一
様
で
は
な
い
が
、
『
商
榷
』
に
お
け
る
王
鳴
盛
の
「
実
」
と
は
、
経
学
・
史
学
の
区
別
な
く
、
と
も
に
ひ
た
す
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ら
テ
キ
ス
ト
に
向
き
合
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

王
鳴
盛
は
司
馬
遷
・
班
固
の
文
で
す
ら
戒
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
が
、
本
稿
で
見
た
『
三
国
志
』
の
史
学
で
は
、
陳

寿
の
史
法
を
極
め
て
高
く
評
価
し
、
積
極
的
に
微
意
を
読
み
取
っ
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
「
陳
寿
史
皆
実
録
」

と
い
う
命
題
を
得
た
上
で
、
『
三
国
志
』
本
文
を
ま
る
で
経
書
の
よ
う
に
尊
重
し
た
読
み
方
で
あ
る
。
本
田
済
〈
一
九
六

、
、

二
〉
が
「
穿
ち
過
ぎ
る
気
味
が
あ
る
」
と
感
じ
た
の
は
、
王
鳴
盛
が
陳
寿
本
文
に
対
し
て
経
学
を
行
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

、
、

清
朝
前
期
の
何
焯
は
、
陳
寿
が
『
三
国
志
』
に
顕
在
的
に
書
き
込
め
な
か
っ
た
真
意
を
読
み
取
ろ
う
と
し
た
が
、
王
鳴
盛
は

陳
寿
の
意
が
十
分
に
『
三
国
志
』
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
。
こ
れ
が
、
王
鳴
盛
が
序
文
で
表
明
し
た

「
実
」
の
（
テ
キ
ス
ト
に
即
し
た
）
学
問
で
あ
る

（

）

。
他
方
、
王
鳴
盛
は
、
孫
盛
『
魏
氏
春
秋
』
『
晋
陽
秋
』
、
華
嶠
『
譜

46

叙
』
を
強
い
調
子
で
戒
め
た
。
戒
め
る
と
き
の
観
点
は
、
記
述
内
容
が
客
観
的
事
実
に
反
す
る
か
ら
で
は
な
く
、
祖
先
も
し

く
は
当
人
が
儒
家
と
し
て
相
応
し
く
な
い
生
き
方
を
し
た
り
（
簒
奪
へ
の
加
担
）
、
相
応
し
く
な
い
言
説
（
祖
先
の
悪
事
の

隠
蔽
）
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
裴
松
之
の
注
は
、
実
情
を
把
握
す
る
た
め
に
は
有
用
で
あ
る
が
、
儒
家
的
な
観
点
か
ら
は
、

不
適
切
な
言
説
を
撒
き
散
ら
す
弊
害
も
あ
っ
た
。

王
鳴
盛
の
娘
婿
銭
大
昕
に
は
、
「
経
史
不
二
」
の
説
（
経
史
不
可
分
論
）
が
あ
る
。
施
建
雄
〈
二
〇
〇
八
〉
は
、
王
鳴
盛

と
銭
大
昕
の
史
学
思
想
の
異
同
を
論
じ
、
胡
藤
〈
二
〇
二
二
〉
は
、
章
学
誠
「
六
経
皆
史
」
と
比
較
し
た

（

）

。
清
朝
考
証
学
が

47

盛
ん
に
な
っ
た
乾
嘉
時
代
の
史
学
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
に
は
継
続
し
て
取
り
組
む
予
定
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

王
鳴
盛
の
『
三
国
志
』
の
史
学
は
、
朱
彝
尊
・
杭
世
駿
を
起
点
に
始
ま
っ
た
。
「
陳
寿
史
皆
実
録
」
は
特
徴
的
な
命
題
で

あ
っ
た
が
、
正
統
論
の
説
に
は
若
干
の
切
れ
味
の
悪
さ
が
残
り
、
こ
の
問
題
は
銭
大
昕
に
持
ち
越
さ
れ
た
（
一
章
）
。
王
鳴

盛
は
、
陳
寿
の
テ
キ
ス
ト
を
あ
た
か
も
経
学
の
よ
う
に
読
解
し
て
微
意
の
抽
出
に
努
め
た
が
（
二
章
）
、
そ
れ
は
経
学
と
史

学
を
大
同
小
異
と
す
る
考
え
方
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
（
三
章
）
。

『
三
国
志
』
は
正
統
論
の
題
材
と
な
り
、
裴
松
之
注
に
よ
っ
て
本
文
を
相
対
化
し
得
る
異
聞
・
異
説
が
伝
え
ら
れ
た
。
同

じ
性
質
を
も
つ
史
書
に
『
五
代
史
』
が
あ
る
。
唐
末
五
代
の
王
朝
交
替
（
後
梁
・
後
唐
・
後
晋
・
後
漢
・
後
周
）
は
正
統
論

の
対
象
と
な
り
、
薛
居
正
『
旧
五
代
史
』
と
欧
陽
脩
『
新
五
代
史
』
は
異
聞
・
異
説
に
関
係
に
あ
っ
て
、
互
い
に
比
較
可
能

で
あ
る
。
王
鳴
盛
は
、
『
商
榷
』
巻
九
十
三
「
欧
史

喜
び
て
小
説
を
采
り
、
薛
史

多
く
実
録
に
本
づ
く
（
欧
史
喜
采
小
説
、

薛
史
多
本
実
録
）
」
条
で
、
何
焯
の
説
を
引
用
し
て
、
新
旧
『
五
代
史
』
を
比
較
し
た

（

）

。
『
商
榷
』
巻
九
十
三
「
欧
は
春
秋

48

に
法
る
（
欧
法
春
秋
）
」
条
で
は
、
欧
陽
脩
が
『
春
秋
』
に
準
え
て
妄
り
に
表
現
を
改
変
し
た
た
め
、
も
し
も
『
旧
五
代

史
』
が
な
け
れ
ば
元
来
の
歴
史
叙
述
が
喪
失
し
、
徴
（
証
拠
）
が
失
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
、
と
恣
意
的
な
筆
法
を
批
判

し
た

（

）

。
欧
陽
脩
の
史
書
へ
の
戒
め
で
あ
る
。
王
鳴
盛
が
欧
陽
脩
に
抱
い
た
警
戒
心
は
、
同
じ
乾
嘉
時
代
、
趙
翼
が
陳
寿
『
三

49
国
志
』
に
抱
い
た
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。
王
鳴
盛
と
異
な
り
、
趙
翼
は
陳
寿
を
戒
め
た
の
で
あ
る

（

）

。
史
学
の
手
法
を
共
有
し

、
、
、

50

て
い
て
も
、
陳
寿
へ
の
評
価
が
異
な
れ
ば
、
『
三
国
志
』
の
史
学
が
別
の
も
の
に
な
る
こ
と
が
分
か
る
。



（

）
王
鳴
盛
の
事
跡
は
、
陳
鴻
森
「
王
鳴
盛
年
譜
（
上
）
」
（
『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
第
八
十
二
本

第
四

1
分
、
二
〇
一
一
年
）
、
「
王
鳴
盛
年
譜
（
下
）
」
（
同
前
、
第
八
十
三
本

第
一
分
、
二
〇
一
二
年
）
を
参
照
。
『
蛾
術

篇
』
と
い
う
書
名
は
、
『
礼
記
』
学
記
の
「
蛾
子
時
術
之
」
を
出
典
と
し
、
小
さ
な
蟻
が
大
き
な
蟻
に
倣
っ
て
土
を
運

あ
り

ぶ
こ
と
で
蟻
塚
を
完
成
さ
せ
る
よ
う
に
、
聖
賢
の
教
え
に
倣
う
こ
と
を
述
べ
た
一
節
に
由
来
す
る
。

（

）
内
藤
湖
南
『
支
那
史
学
史2

』
（
平
凡
社
、
東
洋
文
庫
、
一
九
九
二
年
）
、
一
〇
四
～
一
〇
八
頁
。
内
藤
が
紹
介
し
た

2
王
鳴
盛
の
悪
評
に
つ
い
て
は
、
吉
田
純
「
王
鳴
盛
人
物
考
及
び
『
尚
書
』
学
の
達
識
」
（
『
名
古
屋
大
学
中
国
哲
学
論

集
』
八
号
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
。

（

）
劉
開
軍
「
近
三
十
年
来
王
鳴
盛
史
学
研
究
述
評
」
（
『
中
国
史
研
究
動
態
』
二
〇
〇
九
年
第
一
一
期
）
、
穆
益
斌
「
王

3
鳴
盛
的
史
学
思
想
」
（
『
蘇
州
大
学
学
報
』
一
九
八
四
年
第
一
期
）
、
来
新
夏
（
陳
清
泉
等
編
『
中
国
史
学
家
評
伝
』
中

冊
、
中
州
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
五
年
）
、
陳
其
泰
「
王
鳴
盛
史
学
―
―
樸
学
家
的
理
性
探
求
」
（
『
歴
史
研
究
』
一
九

- 74 -

論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想

第

号
34

本
研
究
の
よ
う
に
対
象
を
一
史
に
限
定
す
る
こ
と
で
、
王
鳴
盛
の
史
学
の
説
を
、
そ
れ
以
前
（
康
熙
時
代
の
朱
彝
尊
・
杭

世
駿
、
何
焯
）
及
び
同
時
代
（
乾
嘉
時
代
の
銭
大
昕
、
趙
翼
）
の
説
と
詳
細
に
比
較
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
今
後
も
こ

の
よ
う
な
縦
横
の
検
討
を
通
じ
、
清
朝
考
証
学
の
史
学
が
ど
の
よ
う
な
学
問
で
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

［
注
］



（

）
本
稿
で
は
、
黄
曙
輝
（
点
校
）
清
代
学
術
名
著
叢
刊
『
十
七
史
商
榷
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）
を
底

4
本
と
す
る
。
王
鳴
盛
と
銭
大
昕
の
関
わ
り
は
、
底
本
巻
頭
の
「
整
理
弁
言
」
を
参
照
。

（

）
直
至
唐
宋
以
来
学
者
恒
言
、
乃
皆
曰
五
経
・
三
史
、
則
専
指
馬
・
班
・
范
矣
。
愚
竊
以
為
、
宜
更
益
以
陳
寿
称
四
史
、

5
以
配
五
経
、
良
可
無
愧
。
其
餘
各
史
皆
出
其
下
（
『
商
榷
』
巻
四
十
二

三
史
）
。

（

）
肖
永
貴
「
論
王
鳴
盛
的
『
三
国
志
』
研
究
」
（
『
六
盤
水
師
範
学
院
学
報
』
第
二
八
巻

第
三
期
、
二
〇
一
六
年
）
。

6
（

）
陳
寿
の
索
米
は
、
楊
耀
坤
「
再
辨
陳
寿
〝
索
米
〟
説
」
（
『
歴
史
研
究
』
一
九
九
一
年
一
期
）
を
参
照
。
劉
蔚
「
駁
陳

7
寿
索
米
事
兼
論
『
三
国
志
』
史
料
価
値
」
（
『
山
西
煤
炭
管
理
幹
部
学
院
学
報
』
二
〇
〇
八
年
二
期
）
も
あ
る
。

（

）
晋
書
好
引
雑
説
、
故
多
蕪
穢
、
此
亦
其
一
也
。
索
米
一
説
、
①
周
柳
虯
・
②
唐
劉
允
済
・
③
劉
知
幾
皆
信
之
。
近
朱

8
氏
彝
尊
・
杭
氏
世
駿
辨
其
誣
謂
…
…
（
『
商
榷
』
巻
三
十
九

陳
寿
史
皆
実
録
）
。

（

）
常
曰
、
史
官
善
悪
必
書
、
使
驕
主
賊
臣
懼
、
此
権
顧
軽
哉
。
而
班
生
受
金
、
陳
寿
求
米
、
僕
乃
視
如
浮
雲
耳
（
『
新

9
唐
書
』
巻
二
百
二

劉
允
済
伝
）
。
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九
〇
年
第
一
期
）
、
羅
炳
良
「
王
鳴
盛
史
論
性
質
商
榷
」
（
『
学
術
研
究
』
二
〇
〇
一
年
第
八
期
）
、
許
蘇
民
「
王
鳴
盛

対
中
国
史
学
近
代
転
型
的
貢
献
」
（
『
湖
北
大
学
学
報

哲
学
社
会
科
学
版
』
第
三
十
巻

第
五
期
）
。
二
十
一
世
紀
に
入

り
、
二
項
対
立
的
な
枠
組
み
を
乗
り
越
え
て
、
王
鳴
盛
の
史
学
の
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
近
年
の
研
究
に
、
徐

道
彬
・
李
超
越
「
論
王
鳴
盛
的
西
学
観
及
其
時
代
性
」
（
『
安
徽
大
学
学
報

哲
学
社
会
科
学
版
』
（
二
〇
二
二
年
五

期
）
が
あ
る
。

王
鳴
盛
の
『
三
国
志
』
の
史
学

（
佐
藤
）
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（

）
班
固
受
金
而
始
書
、
陳
寿
借
米
而
方
伝
、
此
又
記
言
之
奸
賊
、
載
筆
之
凶
人
（
『
史
通
』
内
篇

巻
七

曲
筆
）
。

10
（

）
朱
彝
尊
の
陳
寿
論
は
、
田
中
靖
彦
「
陳
寿
の
処
世
と
『
三
国
志
』
」
（
『
駒
沢
史
学
』
七
六
号
、
二
〇
一
一
年
）
を
参

11
照
。

（

）
王
鳴
盛
は
触
れ
な
い
が
朱
彝
尊
の
陳
寿
論
は
、
南
宋
の
尹
起
莘
が
『
晋
書
』
の
陳
寿
貶
斥
に
同
調
し
た
と
し
て
厳
し

12
く
非
難
し
て
い
る
。
尹
起
莘
は
朱
熹
『
資
治
通
鑑
綱
目
』
の
史
法
を
解
明
し
た
『
資
治
通
鑑
綱
目
発
明
』
の
著
者
で

あ
り
、
陳
寿
が
魏
に
本
紀
を
設
け
た
こ
と
を
攻
撃
し
た
。
朱
彝
尊
の
主
な
論
敵
が
朱
子
学
者
で
あ
る
こ
と
は
本
稿
と

の
関
わ
り
で
も
重
要
で
あ
る
。
尹
起
莘
の
説
は
、
『
資
治
通
鑑
綱
目
』
七
家
注
の
章
武
元
（
二
二
一
）
年
に
見
え
る
。

（

）
周
之
柳
虯
則
創
言
曰
、
班
固
致
受
金
之
名
、
陳
寿
有
求
米
之
論
。
唐
之
劉
允
済
・
劉
知
幾
又
従
而
和
之
（
『
道
古
堂

13
文
集
』
巻
二
十
二

論
丁
儀
丁
廙
）
。

（

）
毛
玠
儀
所
讒
也
。
玠
出
見
黔
面
其
妻
子
没
為
官
奴
婢
者
曰
、
「
使
天
不
雨
者
蓋
此
也
」
。
寿
不
属
之
儀
而
第
曰
、
「
後

14
有
白
玠
者
」
。
白
者
為
誰
。
非
儀
則
廙
、
寿
為
之
諱
也
。
尚
得
謂
因
索
米
不
得
而
有
意
抑
之
乎
（
『
商
榷
』
陳
寿
史
皆

実
録
）
。

（

）
『
三
国
志
』
毛
玠
伝
に
は
、
毛
玠
が
就
い
た
丞
相
東
曹
掾
と
い
う
官
職
と
、
そ
の
対
と
な
る
西
曹
掾
と
い
う
官
職
の

15
ど
ち
ら
を
省
く
べ
き
か
と
い
う
議
論
が
見
え
る
（
毛
玠
伝
に
は
西
曹
掾
の
着
任
者
の
名
は
見
え
な
い
）
。
『
三
国
志
』

巻
二
十
二

桓
階
伝
に
よ
る
と
、
西
曹
掾
の
丁
儀
は
毛
玠
と
対
立
し
て
い
た
。
丁
儀
ら
が
毛
玠
を
陥
れ
か
ね
な
い
と
い

う
状
況
証
拠
だ
け
な
ら
ば
、
『
三
国
志
』
本
文
よ
り
確
認
で
き
る
。
毛
玠
と
丁
儀
の
対
立
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩

論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想
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（

）
寿
入
晋
後
、
撰
次
亮
集
、
表
上
之
、
推
許
甚
至
。
⑥
本
伝
特
附
其
目
録
并
上
書
表
、
創
史
家
未
有
之
例
。
尊
亮
極
矣
。

16
評
中
、
⑦
反
覆
盛
称
其
刑
賞
之
当
、
則
必
不
以
父
坐
罪
為
嫌
。
廖
立
・
李
平
為
亮
廃
竄
、
尚
能
感
泣
無
怨
。
明
達
如

寿
、
顧
立
・
平
之
不
若
邪
。
亮
六
出
祁
山
、
終
無
一
勝
、
則
可
見
為
節
制
之
師
。
於
進
取
稍
鈍
、
自
是
実
録
。
…
…

困
学
紀
聞
十
三
巻
、
邵
公
済
謁
武
侯
廟
文
謂
、
「
寿
姦
言
非
公
、
与
誤
国
不
忠
之
譙
周
並
貶
」
。
⑨
此
等
乱
道
、
的
是

宋
人
声
口
、
王
応
麟
無
識
、
妄
載
之
（
同
前
）
。

（

）
金
文
京
『
三
国
志
演
義
の
世
界

増
補
版
』
（
東
方
書
店

二
〇
一
〇
年
）
、
一
二
〇
ペ
ー
ジ
。

17
（

）
王
鳴
盛
『
蛾
術
論
』
巻
八
十
「
文
中
子
推
奉
曹
植
」
に
、
「
王
通

文
中
子
を
作
り
、
論
語
に
擬
へ
て
、
曹
植
を
推
奉

18
し
て
以
て
泰
伯
・
文
王
の
譲
国
に
当
て
ん
と
欲
す
。
抑
々
思
ふ
に
泰
伯
の
至
徳
、
翦
商
の
志
に
従
は
ざ
る
を
以
て
、

文
王
の
至
徳
、
其
の
能
く
殷
に
服
事
す
る
を
以
て
な
り
。
植

未
だ
奪
嫡
せ
ざ
る
と
雖
も
、
其
の
求
自
試
の
表
を
観
る

に
、
直
だ
以
て
蜀
を
滅
ぼ
し
、
自
ら
諸
葛
武
侯
を
俘
馘
す
る
に
效
さ
ん
と
欲
す
。
然
れ
ば
則
ち
植
も
亦
た
漢
の
賊
な

る
の
み
。
通
の
説

陋
な
る
か
な
（
王
通
作
文
中
子
、
欲
擬
論
語
、
推
奉
曹
植
以
当
泰
伯
・
文
王
之
譲
国
。
抑
思
泰
伯

之
至
徳
、
以
不
従
翦
商
之
志
、
文
王
之
至
徳
、
以
其
能
服
事
殷
也
。
植
雖
未
奪
嫡
、
観
其
求
自
試
表
、
直
欲
以
滅
蜀
、

自
效
俘
馘
諸
葛
武
侯
、
然
則
植
亦
漢
賊
耳
。
通
之
説
陋
矣
哉
）
」
と
あ
る
。
王
鳴
盛
は
、
隋
の
王
通
『
文
中
子
』
が
曹

植
を
国
を
譲
っ
た
泰
伯
や
文
王
に
準
え
た
こ
と
を
批
判
し
た
。
曹
植
は
「
奪
嫡
」
の
罪
こ
そ
未
遂
に
終
わ
っ
た
が
、
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「
三
国
時
代
に
お
け
る
「
文
学
」
の
政
治
的
宣
揚
―
六
朝
貴
族
制
形
成
史
の
視
点
か
ら
―
」
（
『
三
国
政
権
の
構
造
と

「
名
士
」
増
補
版
』
四
章
三
節
、
汲
古
書
院
、
二
〇
二
〇
年
）
を
参
照
。

王
鳴
盛
の
『
三
国
志
』
の
史
学

（
佐
藤
）



（

）
綱
目
改
通
鑑
斥
魏
帝
蜀
、
誠
属
定
論
。
第
此
論
習
鑿
歯
已
争
之
、
見
晋
書
本
伝
、
不
始
於
朱
子
也
。
漢
絶
而
復
続
、

19
則
黜
新
莽
。
⑩
魏
滅
蜀
後
、
禅
晋
前
尚
有
二
年
。
予
晋
則
已
蚤
、
不
予
晋
則
無
所
繋
。
⑪
此
通
鑑
不
奪
魏
之
意
邪
。

⑫
司
馬
温
公
与
劉
道
原
書
云
…
…
（
『
商
榷
』
陳
寿
史
皆
実
録
）
。

（

）
『
晋
書
』
巻
八
十
二

習
鑿
歯
伝
に
、
「
三
国
の
時
に
於
て
、
蜀

宗
室
た
る
を
以
て
正
と
為
し
、
魏
武

漢
を
受
け
晋

20
に
禅
る
と
雖
も
、
尚
ほ
篡
逆
と
為
す
。
文
帝

蜀
を
平
ら
ぐ
る
に
至
り
、
乃
ち
漢
の
亡
に
し
て
晋
の
始
め
て
興
る
と
為

す
（
於
三
国
之
時
、
蜀
以
宗
室
為
正
、
魏
武
雖
受
漢
禅
晉
、
尚
為
篡
逆
。
至
文
帝
平
蜀
、
乃
為
漢
亡
而
晋
始
興
焉
）
」

と
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
。

（

）
『
綱
目
』
は
蜀
滅
亡
（
二
六
三
年
）
ま
で
は
（
蜀
）
漢
を
正
統
と
し
、
蜀
滅
亡
か
ら
晋
の
天
下
統
一
ま
で
十
六
年
間

21
（
二
六
四
～
二
八
〇
年
）
は
、
魏
及
び
晋
・
呉
が
並
存
す
る
無
統
の
時
代
と
し
た
。
無
統
の
期
間
、
『
綱
目
』
は
『
通

鑑
』
の
よ
う
に
強
い
て
一
国
の
年
号
を
選
ば
ず
、
夾
注
で
歳
（
干
支
）
と
各
国
の
年
号
を
並
記
し
た
。

（

）
此
論
甚
允
。
通
鑑
尚
且
如
此
、
況
三
国
志
乎
（
『
商
榷
』
巻
三
十
九

陳
寿
史
皆
実
録
）
。

22
（

）
佐
藤
大
朗
「
『
三
國
志
』
の
史
学
―
―
理
学
か
ら
考
証
学
へ
―
―
」
（
『
三
国
志
研
究
』
二
〇
号
、
二
〇
二
五
年
）
。

23
（

）
何
焯
の
校
勘
の
成
果
は
、
武
英
殿
本
に
採
用
さ
れ
た
。
「
袁
渙
」
の
校
勘
の
説
は
武
英
殿
本
巻
末
の
校
勘
記
「
魏
志

24
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兄
曹
丕
に
提
出
し
た
自
薦
文
で
は
諸
葛
亮
斬
首
を
主
張
し
て
お
り
（
『
三
国
志
』
巻
十
九

陳
思
王
伝
、
「
雖
未
能
禽
権

馘
亮
」
）
、
「
漢
の
賊
」
に
過
ぎ
な
い
。
王
鳴
盛
自
身
が
丁
氏
兄
弟
の
画
策
し
た
「
奪
嫡
」
に
否
定
的
で
、
蜀
漢
及
び
諸

葛
亮
に
肩
入
れ
し
な
が
ら
、
『
晋
書
』
陳
寿
伝
の
逸
話
に
反
駁
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想
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（

）
佐
藤
大
朗
「
銭
大
昕
の
「
史
学
」
と
『
三
国
志
』
―
―
正
統
論
を
中
心
に
―
―
」
（
日
本
中
国
学
会
第
七
七
回
大
会
、

25
二
〇
二
五
年
十
月
報
告
）

（

）
本
田
済
「
陳
寿
の
三
国
志
に
つ
い
て
」
（
『
東
方
学
』
二
三
号
、
一
九
六
二
年
）

26
（

）
魏
氏
之
亡
、
始
於
曹
爽
之
誅
、
而
終
於
斉
王
之
廃
及
高
貴
郷
公
之
弑
。
爽
之
驕
溢
、
其
敗
有
由
。
然
爽
不
死
、
司
馬

27
之
簒
不
成
。
若
夏
侯
玄
・
李
豊
之
獄
、
則
師
・
昭
相
継
、
逆
節
彰
著
。
諸
公
身
沈
族
滅
、
皆
魏
室
之
忠
臣
也
。
①
故

於
玄
伝
末
、
以
許
允
・
王
経
終
之
、
以
見
其
皆
亡
身
殉
国
者
。
②
而
皆
貶
其
以
過
満
取
禍
、
則
廋
詞
以
避
咎
耳
。
③

世
愈
近
、
言
愈
隠
。
作
史
之
良
法
也
。

（

）
本
田
〈
一
九
六
二
〉
は
、
「
王
鳴
盛
は
（
陳
）
寿
の
評
の
盈
満
取
禍
の
戒
は
廋
詞
で
し
か
な
い
と
い
う
。
た
し
か
に

28
こ
れ
ら
の
人
々
に
つ
い
て
何
ら
か
の
曲
筆
は
不
可
避
で
あ
る
。
し
か
し
盈
満
亢
強
を
懼
れ
、
謙
退
以
て
免
れ
よ
と
い

う
気
持
は
や
は
り
彼
の
本
心
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
す
る
。
王
鳴
盛
の
説
と
擦
れ
違
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

本
田
氏
は
陳
寿
が
許
允
ら
の
生
き
方
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
か
を
論
じ
、
王
鳴
盛
は
な
ぜ
陳
寿
が
許
允
ら
の
生
き

方
を
こ
こ
で
こ
の
よ
う
に
記
録
し
た
か
に
関
心
が
あ
り
、
議
論
が
噛
み
合
っ
て
い
な
い
。
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巻
十
一
考
証
」
に
見
え
る
。
「
回
倒
」
の
訓
詁
の
説
は
武
英
殿
本
の
校
勘
記
に
見
え
な
い
が
、
『
義
門
読
書
記
』
巻
二

十
六
に
見
え
る
。
王
鳴
盛
は
、
『
五
代
史
』
に
対
す
る
何
焯
の
説
「
欧
公
の
五
代
史
も
亦
た
多
く
小
説
を
取
る
（
欧
公

五
代
史
亦
多
取
小
説
）
」
（
『
義
門
読
書
記
』
巻
二
十
九
）
を
肯
定
し
た
。
『
商
榷
』
巻
四
十
「
陳
羣
勧
劉
備
勿
東
争
徐

州
」
で
は
、
「
陳
氏
景
雲
」
（
何
焯
の
直
弟
子
、
陳
景
雲
、
字
は
少
章
）
も
引
用
し
て
い
る
。

王
鳴
盛
の
『
三
国
志
』
の
史
学

（
佐
藤
）
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（

）
評
以
袁
渙
・
邴
原
等
、
為
貢
禹
・
両
龔
之
匹
。
意
指
顕
然
、
其
待
魏
室
之
軽
重
亦
有
在
矣
。
蓋
借
禅
譲
以
為
簒
竊
、

29
始
於
莽
・
操
、
莽
敗
操
成
、
其
開
後
世
以
巧
奪
之
門
一
也
。
陳
寿
目
睹
両
朝
、
故
尤
謹
之
。
而
寓
其
意
於
諸
賢
出
処

之
間
、
示
進
退
於
列
伝
先
後
之
際
。
其
用
心
良
苦
矣
（
『
商
榷
』
巻
四
十

貢
禹
・
両
龔
之
匹
）
。

（

）
『
三
国
志
』
巻
十
一
に
載
せ
る
人
士
の
出
処
進
退
は
、
『
商
榷
』
巻
四
十
「
袁
張
涼
国
田
王
邴
管
伝
」
で
も
論
じ
ら
れ

30
て
い
る
。

（

）
王
粲
・
衛
覬
・
劉
廙
・
劉
劭
・
傅
嘏
伝
評
末
云
、
①
「
傅
嘏
用
才
達
顕
」
。
松
之
云
、
②
「
嘏
識
量
名
輩
、
実
当
時

31
高
流
、
而
云
用
才
達
顕
、
不
足
以
見
嘏
之
美
」
。
案
、
③
此
書
於
易
代
之
際
、
有
弐
心
以
邀
功
者
、
必
加
微
詞
。
司
馬

氏
勢
雖
偪
主
、
然
師
死
於
淮
、
昭
方
在
許
、
亦
事
之
至
危
也
。
嘏
専
心
奉
戴
、
擁
衆
還
洛
、
大
柄
已
得
、
魏
祚
傾
矣
。

④
故
首
列
王
粲
、
書
其
勧
琮
納
士
之
謀
。
中
伝
衛
覬
、
特
著
還
漢
助
禅
之
事
。
終
之
以
嘏
、
則
奉
馬
傾
曹
。
此
始
此

終
、
著
鑒
甚
明
。
故
評
中
特
表
徐
幹
之
沖
虚
、
以
示
優
劣
焉
。
如
幹
猶
揚
雄
之
不
与
事
耳
。
此
外
皆
与
聞
乎
篡
者
。

称
嘏
才
達
、
節
不
足
見
矣
。
松
之
未
明
作
者
之
凡
也
（
『
商
榷
』
巻
四
十

傅
嘏
才
逹
）
。

（

）
魏
武
帝
紀
、
前
既
云
「
漢
相
国
曹
参
之
後
」
、
其
下
即
言
「
中
常
侍
曹
騰
養
子
嵩
生
太
祖
、
莫
能
審
其
生
出
本
末
」
、

32
乍
読
之
、
似
自
相
矛
盾
者
。
此
正
陳
寿
立
文
之
妙
。
①
陳
琳
為
袁
紹
作
檄
、
目
操
「
姦
閹
遺
醜
」
、
見
後
漢
紹
伝
及
文

選
。
雖
敵
国
詆
譏
、
乃
道
其
実
也
。
…
…
至
於
曹
騰
雖
追
尊
、
②
而
騰
以
上
只
有
節
、
節
以
上
亦
無
可
見
。
…
…
帝

王
之
興
、
不
容
無
本
、
拠
伝
聞
者
書
之
、
聊
復
爾
爾
。
孫
破
虜
伝
云
、
「
孫
堅
字
文
台
、
呉
郡
富
春
人
、
蓋
孫
武
之
後

也
」
。
蓋
者
疑
詞
正
与
魏
武
紀
同
。
④
評
云
、
「
孤
微
発
迹
」
。
安
得
追
考
其
先
世
、
若
是
之
遠
邪
。
范
書
以
劉
表
為
魯

論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想
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（

）
『
後
漢
書
』
列
伝
七
十
四
上

袁
紹
伝
は
「
姦
閹
」
に
作
る
。
銭
大
昕
『
廿
二
史
考
異
』
巻
十
二
は
、
『
三
国
志
』
巻

33
六

袁
紹
伝
注
引
『
魏
氏
春
秋
』
に
載
せ
る
同
檄
文
と
、
『
文
選
』
巻
四
十
四

檄
「
為
袁
紹
檄
豫
州
」
に
従
い
、
「
姦

閹
」
を
「
贅
閹
」
に
改
め
る
べ
き
と
す
る
。
『
商
榷
』
に
は
、
銭
大
昕
の
校
勘
の
説
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。

（

）
注
採
呉
人
作
曹
瞞
伝
及
郭
頒
世
語
竝
云
、
嵩
夏
侯
氏
子
。
按
、
夏
侯
惇
之
子
楙
、
尚
清
河
公
主
、
淵
子
衡
、
亦
娶
曹

34
氏
。
則
謂
嵩
夏
侯
氏
子
者
、
敵
国
伝
聞
、
蓋
不
足
信
（
『
義
門
読
書
記
』
巻
二
十
六
）
。

（

）
同
姓
不
婚
の
問
題
は
、
『
三
国
志
』
巻
二

文
帝
紀
で
も
展
開
さ
れ
る
。
別
稿
を
参
照
。

35
（

）

裴
松
之
注
専
務
博
采
、
若
関
雲
長
伝
所
採
蜀
記
六
条
、
典
略
一
条
。
内
惟
❶
龐
徳
子
会
滅
関
氏
家
一
條
、
或
係
実

36
録
。
其
餘
尽
属
虚
浮
誣
妄
。
❷
松
之
雖
亦
尚
知
駮
正
、
然
徒
労
筆
墨
矣
。
観
裴
注
、
愈
知
陳
寿
史
法
之
厳
。

（

）
鍾
繇
伝
、
「
繇
与
司
徒
華
歆
・
司
空
王
朗
並
先
世
名
臣
。
文
帝
罷
朝
、
謂
左
右
曰
、
此
三
公
者
乃
一
代
之
偉
人
也
」
。

37
愚
謂
、
雖
云
「
一
代
偉
人
」
、
実
則
両
朝
達
節
。
❶
陳
寿
以
此
三
人
作
合
伝
、
故
引
丕
語
以
著
其
合
之
之
意
。
而
先
書

「
先
世
名
臣
」
四
字
、
則
不
待
貶
而
其
失
節
自
見
。
然
朗
之
子
粛
、
作
諸
経
伝
訓
解
、
忌
鄭
氏
康
成
名
高
而
攻
詆
之
、

其
名
位
既
極
隆
赫
。
華
歆
之
孫
嶠
、
又
秉
史
筆
作
漢
後
書
、
又
於
譜
叙
中
、
増
飾
歆
之
美
、
謂
文
帝
受
禅
、
而
歆
以

形
色
忤
時
。
夫
歆
既
為
魏
相
国
、
又
何
忤
哉
。
発
壁
牽
后
、
誰
所
為
也
。
❷
甚
而
孫
資
之
玄
孫
盛
、
亦
作
魏
氏
春

秋
・
晋
陽
秋
。
鄙
夫
佞
人
、
昌
後
乃
爾
、
幸
其
書
皆
不
伝
（
『
商
榷
』
巻
四
十

先
世
名
臣
）
。
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恭
王
後
、
陳
寿
不
取
是
矣
。
至
夏
侯
惇
伝
、
則
云
「
夏
侯
嬰
之
後
」
。
案
漢
書
、
滕
公
之
後
、
皆
隨
外
家
姓
為
孫
氏
、

則
此
為
附
会
。
此
固
不
可
与
武
紀
為
曹
参
後
之
言
、
一
例
論
（
『
商
榷
』
巻
四
十

武
帝
生
出
本
末
）
。

王
鳴
盛
の
『
三
国
志
』
の
史
学

（
佐
藤
）
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（

）
陳
羣
子
泰
伝
、
裴
松
之
注
引
孫
盛
魏
氏
春
秋
而
云
、
「
検
盛
言
諸
所
改
易
、
皆
非
別
有
異
聞
、
率
更
自
以
意
制
、
多

38
不
如
旧
。
凡
記
言
之
体
、
当
使
若
出
其
口
。
辞
勝
而
違
実
、
固
君
子
所
不
取
。
況
復
不
勝
而
徒
長
虚
妄
哉
」
。
❸
拠
此

則
孫
盛
之
史
多
曲
筆
、
而
華
嶠
可
知
（
『
商
榷
』
先
世
名
臣

自
注
）
。

（

）
姜
維
伝
末
、
叙
維
為
魏
将
士
所
殺
事
。
維
本
志
在
復
蜀
、
不
成
被
殺
、
其
赤
心
則
千
載
如
生
。
陳
寿
蜀
人
而
入
晋
、

39
措
詞
之
際
、
有
難
焉
者
。
①
評
中
於
其
死
事
反
置
不
論
、
而
但
譏
其
玩
衆
黷
旅
以
致
隕
斃
。
…
…
此
其
所
以
展
転
詭

説
、
以
避
咎
也
。
維
之
於
蜀
、
猶
張
世
傑
・
陸
秀
夫
之
於
宋
耳
。
注
引
孫
盛
云
…
…
。
②
其
下
文
皆
盛
貶
維
之
言
。

盛
佞
人
子
孫
、
言
固
難
拠
。
③
考
永
和
三
年
李
勢
破
滅
、
是
年
丁
未
、
去
蜀
亡
景
耀
六
年
癸
未
、
凡
八
十
五
年
（
『
商

榷
』
巻
四
十
一

姜
維
志
在
復
蜀
）
。

（

）
（
『
三
国
志
』
巻
四
十
四
）
評
に
い
ふ
「
然
れ
ど
も
猶
ほ
未
だ
治
小
の
宜
を
尽
く
さ
ず
」
よ
り
「
而
も
屡
々
擾
す
可
き

40
か
な
」
に
至
る
ま
で
。
此
れ
皆

承
祚
の
晋
に
在
り
て
の
遜
詞
な
り
（
評
「
然
猶
未
尽
治
小
之
宜
」
至
「
而
可
屡
擾
乎

哉
」
。
此
皆
承
祚
在
晋
之
遜
詞
）
（
『
義
門
読
書
記
』
巻
二
十
七
）
。

（

）
古
人
云
、
非
所
困
而
困
焉
、
名
必
辱
、
非
所
拠
而
拠
焉
、
身
必
危
。
既
辱
且
危
、
死
其
将
至
、
其
姜
維
之
謂
乎

41
（
『
三
国
志
』
巻
四
十
四

姜
維
伝
注
引

孫
盛
『
晋
陽
秋
』
）
。
「
古
人
云
」
の
典
拠
は
、
『
周
易
』
繋
辞
下
伝
で
あ
る
。

（

）
五
胡
十
六
国
の
成
漢
（
後
蜀
）
が
東
晋
の
永
和
三
（
三
四
七
）
年
に
滅
び
た
こ
と
は
『
晋
書
』
巻
一
二
一

後
蜀
載

42
記
に
見
え
、
三
国
蜀
滅
亡
の
八
十
四
年
後
な
の
で
、
王
鳴
盛
の
年
数
計
算
は
正
し
い
。

（

）
何
焯
が
原
則
的
に
陳
寿
に
寄
り
添
い
な
が
ら
も
、
ま
れ
に
疑
義
を
呈
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
佐
藤
大
朗
「
何

43
論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想
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（

）
蓋
学
問
之
道
、
①
求
于
虚
不
如
求
于
実
、
議
論
・
褒
貶
皆
虚
文
耳
。
作
史
者
之
所
記
録
、
読
史
者
之
所
考
核
、
総
期

44
于
能
得
其
実
焉
而
已
矣
。
外
此
又
何
多
求
邪
。
予
束
髪
好
談
史
学
、
将
壮
、
輟
史
而
治
経
、
経
既
竣
、
乃
重
理
史
業
、

摩
研
排
読
二
紀
餘
年
、
②
始
悟
読
史
之
法
、
与
読
経
小
異
而
大
同
。
何
以
言
之
。
経
以
明
道
、
而
求
道
者
不
必
空
執

義
理
、
以
求
之
也
。
③
但
当
正
文
字
、
辨
音
読
、
釈
訓
詁
、
通
伝
注
。
則
義
理
目
見
而
道
在
其
中
矣
。
譬
若
人
欲
食

甘
操
銭
入
市
。
問
物
有
名
甘
者
乎
。
無
有
也
。
買
飴
食
之
、
甘
在
焉
。
人
欲
食
鹹
、
問
物
有
名
鹹
者
乎
。
無
有
也
。

買
鹽
食
之
、
鹹
在
焉
（
『
商
榷
』
序
文
）

（

）
読
史
者
、
不
必
以
議
論
求
法
戒
、
而
但
当
考
其
典
制
之
実
、
⑤
不
必
以
褒
貶
為
与
奪
、
而
但
当
考
其
事
蹟
之
実
。
亦

45
猶
是
也
、
故
曰
同
也
。
若
夫
異
者
則
有
矣
。
治
経
断
不
敢
駮
経
、
⑥
而
史
則
雖
子
長
・
孟
堅
、
苟
有
所
失
、
無
妨
箴

而
砭
之
。
此
其
異
也
。
抑
治
経
、
豈
特
不
敢
駮
経
而
已
、
経
文
艱
奥
難
通
、
若
于
古
伝
注
、
憑
己
意
択
取
融
貫
、
猶

未
免
于
僭
越
。
但
当
墨
守
漢
人
家
法
、
定
従
一
師
而
不
敢
佗
徙
。
⑦
至
于
史
、
則
于
正
文
有
失
、
尚
加
箴
砭
、
何
論

裴
駰
・
顔
師
古
一
輦
乎
。
其
当
択
善
而
従
、
無
庸
偏
徇
、
固
不
待
言
矣
。
故
日
異
也
。
要
之
、
二
者
雖
有
小
異
、
其

総
帰
于
務
求
切
実
之
意
、
則
一
也
（
『
商
榷
』
序
文
、
承
前
）
。

（

）
何
焯
が
テ
キ
ス
ト
を
無
視
し
て
『
三
国
志
』
の
史
学
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
陳
寿
の
意
が
ど
こ

46
ま
で
テ
キ
ス
ト
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
見
な
す
か
と
い
う
度
合
い
に
お
い
て
、
何
焯
と
王
鳴
盛
に
は
違
い
が
認
め
ら

れ
る
。
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焯
の
史
学
」
（
『
三
国
志
学
会

二
十
周
年
記
念
論
集
』
、
汲
古
書
院
、
二
〇
二
六
年
）
を
参
照
。

王
鳴
盛
の
『
三
国
志
』
の
史
学

（
佐
藤
）
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（

）
施
建
雄
「
論
銭
大
昕
与
王
鳴
盛
史
学
思
想
的
同
和
異
」
（
『
史
学
史
研
究
』
二
〇
〇
八
年
第
三
期
）
。
胡
藤
「
銭
大
昕

47
の
「
経
史
不
二
」
説
に
お
け
る
歴
史
観
と
学
問
観
―
―
章
学
誠
と
の
比
較
を
兼
ね
て
」
（
『
北
東
ア
ジ
ア
研
究
』
第
三

三
号
、
二
〇
二
二
年
）
。

（

）
何
焯
『
義
門
読
書
記
』
巻
二
十
九
「
五
代
史
」
条
に
、
「
欧
公

五
代
史
を
作
る
や
、
亦
た
多
く
小
説
を
取
る
。
蓋
し

48
宋
氏
の
新
唐
書
の
弊
を
蹈
む
。
五
代
の
事

闕
軼
多
し
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
説
家
の
記
す
所
、
未
だ
必
ず
実
録
な
ら
ず
、

焉
ぞ
悉
く
取
る
可
き
や
（
欧
公
作
五
代
史
、
亦
多
取
小
説
。
蓋
蹈
宋
氏
新
唐
書
之
弊
。
雖
五
代
事
多
闕
軼
、
然
説
家

所
記
、
未
必
実
録
、
焉
可
悉
取
）
」
と
あ
る
。
欧
陽
脩
が
、
『
新
唐
書
』
の
列
伝
部
分
を
編
纂
し
た
宋
氏
（
宋
祁
）
の

悪
弊
を
踏
襲
し
て
「
小
説
」
（
稗
史
）
を
多
く
採
用
し
た
と
い
う
批
判
で
あ
る
。

（

）
春
秋
は
聖
人
の
手
に
出
で
、
義
例

精
深
な
り
。
後
人

聖
を
去
る
こ
と
久
遠
に
し
て
、
能
く
窺
測
す
る
莫
し
。
豈
に

49
妄
り
に
效
ふ
可
き
か
。
且
つ
（
欧
陽
脩
）
意
は
褒
貶
を
主
に
し
、
事
実
を
将
て
壹
ら
删
削
を
意
と
し
、
若
し
旧
史
復

た
出
づ
る
に
非
ざ
れ
ば
、

幾

ど
徴
無
き
を
嘆
く
（
春
秋
出
聖
人
手
、
義
例
精
深
。
後
人
去
聖
久
遠
、
莫
能
窺
測
。
豈

ほ
と
ん

可
妄
效
。
且
意
主
褒
貶
、
将
事
実
壹
意
删
削
、
若
非
《
旧
史
》
復
出
、
幾
嘆
無
徴
（
『
商
榷
』
巻
九
十
三

欧
法
春

秋
）
）
。

（

）
佐
藤
大
朗
「
趙
翼
の
『
三
国
志
』
の
史
学
―
―
廻
護
の
説
を
中
心
に
―
―
」
（
『
東
洋
の
思
想
と
宗
教
』
第
四
三
号
、

50
二
〇
二
六
年
三
月
）
を
参
照
。

論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想

第

号
34


